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序     文 

タンザニア連合共和国（以下、「タンザニア」と記す）は、1996年から開始した地方分権化政

策のもと、地方自治強化を目的として地方自治体の参加型計画手法である O&OD手法

（Opportunities and Obstacles to Development）を全自治体に導入してきています。他方、O&OD

を要とした地域社会の自治力強化のためには、ステークホルダーの能力開発や地域社会の自治力

強化のための環境整備が課題となっています。 

 

タンザニア政府は我が国に対し、地方自治強化のために地方自治体における参加型社会開発

プロセスの強化を図ることを目的とした技術協力を要請しました。同要請を受け、JICAは新規

技術協力プロジェクトを行う方針とし、より具体的な協力枠組みの検討を行うため、2009年２月

16日から２月27日までの間、タンザニア事務所次長 牧野耕司を団長とする事前調査を実施しま

した。 

事前評価調査の結果、O&OD手法を通じたコミュニティ開発プロセスを通じて、地方分権化体

制の基盤となる、地域住民、地域行政およびこれらを取り巻く地域社会の自治および自己組織力

を強化することを長期的目的として、ステークホルダーの能力強化と行政環境整備のための政策

提言をプロジェクト目標とした協力枠組みを策定するにいたりました。 

 本報告書は、同調査団の調査およびタンザニア側政府関係者、ドナーグループ、コミュニティ

住民等との協議や意見交換の結果を取りまとめたものです。今後広く関係者に活用され、日本・

タンザニア両国の親善および国際協力の推進に寄与することを願います。 

後に、本調査の実施に当たりご協力とご支援をいただいた関係者の皆様に対し、心から感

謝の意を表します。 
 

平成21年７月 
 

独立行政法人国際協力機構 
タンザニア事務所長 升本 潔 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：開発調査「地方自治体参加型計画策定プロセス改善計画」 終報告書 

O&OD展開の進捗状況（2008年３月現在） 
 



 



 

 

略 語 表 

CBG Capacity Building Grant キャパシティ開発交付金 

CCHP Comprehensive Community Health Plan 自治体包括的保健計画 

CDG Capital Development Grant 資本形成交付金 

CRP Community Resource Person 
コミュニティ・リソース・パー

ソン 

D by D Decentralization by Devolution 地方分権化 

GOT Government of Tanzania タンザニア政府 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

LGA Local Government Authority 自治体 

LGCDG Local Government Capital Development Grant 地方政府一括開発交付金制度 

LGRP Local Government Reform Program 地域行政改革プログラム 

MKUKUTA Maadhimisho ya miaka Kukuza Uchumi na  
Kuondoa Umasikini Tanzania 

成長と貧困削減のための国家戦

略（第２次貧困削減戦略書） 

NF National Facilitator ナショナル・ファシリテータ 

O&OD Opportunities and Obstacles to Development  

PMO-
RALG 

Prime Minister’s Office - Regional Administration  
and Local Government 

首相府地方自治庁 

R&B Review and Backstop  

 



 



 

 

目     次 
 
序 文 
地 図 
略語表 
 
事業事前評価表 
 
第１章 事前評価調査の概要 ···············································································································1 

１－１ 調査実施の背景 ···················································································································1 
１－２ 調査目的 ······························································································································2 
１－３ 調査内容 ······························································································································2 
１－４ 現地調査期間 ·······················································································································3 
１－５ 団員構成 ······························································································································3 
１－６ タンザニア政府主要カウンターパート ·············································································3 
１－７ 主要面談者···························································································································3 
１－８ 実施協議 ······························································································································3 

 
第２章 タンザニア政府国家政策上の位置づけ ·················································································4 

２－１ 国家開発政策との合致 ········································································································4 
２－２ 「地方行政改革プログラム第二フェーズ」における位置づけ········································4 

 
第３章 地方自治体参加型計画手法（O&OD）の課題（開発調査の成果） ····································5 

３－１ 開発調査の成果と本プロジェクトの達成目標の関係性 ···················································5 
３－２ 開発調査の概要 ···················································································································5 
３－３ 開発調査の対象地域 ···········································································································5 
３－４ 開発調査におけるO&OD計画策定プロセス改善に向けた提言 ········································6 
 

第４章 日本の援助政策における位置づけ·························································································8 
４－１ 対タンザニア国別援助計画における位置づけ ··································································8 
４－２ JICA協力プログラム「地方行政改革支援」における位置づけ ·······································8 

 
第５章 協力の基本方針と支援アプローチ·························································································9 
 
第６章 プロジェクトの協力枠組み ··································································································14 
 
第７章 カウンターパート機関の実施体制·······················································································20 
 
第８章 事前評価結果（５項目評価） ······························································································22 
 



 

 

第９章 貧困・ジェンダー・環境などへの配慮 ···············································································25 
 
第10章 プロジェクトの評価 ·············································································································26 
 
付属資料 

１．タンザニアの地方行政構造 ······································································································29 
２．調査日程表 ································································································································31 
３．主要面談者リスト ·····················································································································33 
４．自治体計画とセクターの関係図 ······························································································35 
５．首相府地方自治庁組織図 ·········································································································37 
６．地方行政改革プログラム 第二フェーズ 政策動向 ····························································39 
７．事前調査ミニッツ（写） ·········································································································47 
８．協議議事録（R/D）（写） ·········································································································73 
９．協議議事録の付属ミニッツ（写） ··························································································89 



事業事前評価表 
１．案件名  

タンザニア国「地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プロジ

ェクト」  
２．協力概要  
（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述  

タンザニア連合共和国（以下、「タンザニア」と記す）政府は地方分権化政策のも

と、地方自治強化を目的として地方自治体の参加型計画手法である O&OD手法

（Opportunities and Obstacles to Development）を全自治体に導入してきている。  
本支援は、O&OD手法を通じたコミュニティ開発プロセスを通じて、地方分権化体

制の基盤となる、地域住民、地域行政およびこれらを取り巻く地域社会の自治および

自己組織力を強化することを長期的目的として、ステークホルダーの能力強化と行政

環境整備のための政策提言をプロジェクト目標として実施するものである。具体的に

は成果１を通じ、郡のファシリテーター研修制度を将来の全国展開を意図して確立

し、実証地域において研修を実施する。研修制度確立の過程で、県以下でのO&ODの

実施において技術支援機能を果たす国家および県ファシリテーターを講師として育成

する。また成果２を通じ、村レベルの参加型開発（O&OD）の実証活動を通じて有効

な地域自治モデルを確立するとともに、成果３を通じ、ボトムアップの計画策定が県

レベルでの戦略的開発・予算計画の策定と実行に結びつくよう、県行政の調整機能向

上も図る。成果４を通じ、実証活動の結果を、有効な地域自治モデルの他地域への展

開のための政策提言として取りまとめる。  
 

（２）協力期間  
2009年９月～2013年２月（3.5年間）  
１年目：郡ファシリテーター研修の開発・実施体制の構築・実施  

実証活動対象州での実施体制構築とベースライン調査と実施体制構築  
２年目：郡ファシリテーター研修の実施・評価  

実証活動対象州での計画・実施・評価プロセスの実証第１年目  
３年目：郡ファシリテーター研修の実施・評価の継続  

実証活動対象州での開発プロセスの実証第２年目  
４年目（半年間）：実証活動対象州での計画プロセス３年目  

有効なO&OD実施モデルの提案、O&ODを通じた地方自治強化に係る政策

提言  
 

（３）協力総額（日本側）  
3.7億円  
 

（４）協力相手先機関  
首相府地方自治庁  
 

（５）国内協力機関  
なし。  
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（６）裨益対象者および規模、等  
１）直接的裨益対象者  

・研修対象者：全国のO&OD国家ファシリテーター約200名  
・成果３対象地域（５県内の全80郡）のO&OD県・郡ファシリテーター約410名  

（80郡×５名、５県×２名）  
注：国家ファシリテーターとして、州･県の計画担当官やコミュニティ開発担当官が

任命される。  
県･郡ファシリテーターは、県（２名）や郡（５名）の職員のうち計画担当局お

よびセクター部局から構成される。  
２）間接的裨益対象者  

・実証活動対象地域住民：２州、５県（Coast州、Morogoro州を想定）  
・成果２対象地域は、各県１郡の計５郡。各郡２村の計10村（裨益住民約３万人） 

 
３．協力の必要性・位置づけ  
（１）現状および問題点  

タンザニア政府は1996年から地方分権化政策を進めており、2000年からは同政策の

実行計画にあたる地方行政改革プログラム（Local Government Reform Program：

LGRP）を実施している。また、同政策の一環として、2001年から独自の参加型計画

策定手法であるO&OD手法の全自治体への導入を図ってきた（2009年６月までに全

132県に導入を完了予定）。  
O&OD手法導入後に明らかとなったさまざまな課題に対応するため、我が国は、

O&OD手法に係る包括的な改善提言の策定を目的として、2006年６月から2008年３月

まで開発調査「地方自治体参加型計画策定プロセス改善計画」を実施した。同調査で

は、O&OD計画策定プロセスの価値を、単なる計画策定ツールではなく、地方自治の

強化を促進するためのプロセスと位置づけた。そのうえで、O&ODを要とした地域社

会の自治力強化のために①ステークホルダーの能力開発や②地域社会の自治力強化の

ための環境整備が重要であることが提言された。  
①ステークホルダーの能力開発については、特にコミュニティにおける開発プロセ

スのファシリテーター機能を担う郡（Ward：県の出先機関）行政官の能力が不十分

であることが問題点として挙げられる。このため、郡ファシリテーターに対し現場の

ニーズにそった有効な研修の開発と研修実施体制の構築が喫緊の課題となっている。

②地域社会の自治力強化のための環境整備に関する問題点として、特に、コミュニ

ティの社会的準備（受容性・主体性）の強化および中央政府、地方自治体、住民間の

連携強化が不十分であることが確認されている。対応策として、コミュニティ開発計

画のオーナーシップは計画の実施を通じた成功経験とそれによる達成感の蓄積により

高められるため、まずは優先活動の成功例を作ることにより次の成功につながるとい

う好循環を作ることの重要性が提言されている。また同成功経験の過程で、郡ファシ

リテーターが要となり中央政府、州行政府、地方自治体（県、郡、村）、住民間の連

携を図り、具体的な行政環境整備のための政策提言につなげることが重要であること

が提言されている。  
開発調査はO&OD手法の村への導入方法および計画策定プロセスの改善に重点を置

いた政策提言を行うことが目的であった。本案件では、上述の開発調査の結果を踏ま

え、一連のコミュニティ開発プロセスの改善を対象としたより包括的な政策提言の策

ii



 

 

定を試みる。  
 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  
タンザニア政府は地方分権化に係る政策枠組みとして、2009年から2013年の間、地

方行政改革プログラム第二フェーズ（LGRP２）を実施予定である。同プログラムに

おいて、O&OD手法による地方自治強化は主要課題「良い統治および住民参加」を実

現するための重要な施策の一つと位置づけられている。具体的な活動として、中央政

府と地方自治体の計画および予算策定プロセスの調和化、地方自治体指導者層の参加

型開発計画に係る能力強化、O&OD手法に基づく市民のエンパワメントが明記されて

いる。本案件の成果はこれら上位施策の実行に貢献するものである。  
また、第二次貧困削減戦略（2005～2010年）の 優先課題として、地方分権化の推

進による公共サービスのより効率的・効果的な実施が挙げられている。  
 

（３）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ  
我が国の対タンザニア国別援助計画（2008年から2010年まで）において、「行財政

管理能力強化」は 重点分野に位置づけられている。本案件は、同支援分野の三本柱

である地方自治分野、公共財政管理分野、貧困モニタリング分野のうち、地方自治分

野の支援に位置づけられる。  
 

４．協力の枠組み  
本協力の長期的目的は、O&OD手法を通じて地方分権化体制の基盤である地域住民、地

域行政およびこれらを取り巻く地域社会の自治、および自己組織力の強化である。本協力

フェーズは有効なO&ODモデルの全国的展開を図るための基盤整備として位置づけられ、

郡のファシリテーター研修制度を将来の全国展開を意図して確立するとともに、O&OD手

法によるコミュニティ開発の実施プロセス（実証活動）を通じた有効なO&OD実施モデル

の提示と政策提言を行う。  
 本フェーズ終了後の展開として、有効なO&OD実施モデルの他地域での普及検証作業と

更なる制度改善が必要となることが想定される。  
 
〔主な項目〕  
（１）協力の目標（アウトカム）  

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値  
「コミュニティ、郡、県レベルでO&ODプロセスが有効に機能するためのO&OD

実施モデルが実証を通じて開発される。」  
＜指標＞  

①O&ODファシリテーター研修の国家実施戦略および研修実施計画が策定され

る。  
②実証活動の経験に基づき、O&OD実施モデルとO&OD改善のための政策提言が

提示される。  
③O&OD実施モデルの有効かつ現実的な普及戦略および普及計画が策定される。

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値  
O&ODが参加型地域社会開発プロセスを通じた真の地方自治（Local Autonomy / 

Local Good Governance）の確立のためのツールとして有効に機能するための制度改
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善が、特定対象州でのO&OD実施モデルの検証活動を通じて行われる。  
＜指標＞  

①O&OD改善のための政策提言が中央省庁、州行政府、地方自治体および市民社

会団体に受け入れられ、導入される。  
②改善されたO&ODプロセスを通じて、コミュニティ開発への住民の参加度合い

が増加する。  
③コミュニティ開発計画の実現に向けた地方自治体セクター担当部局の理解と支

援が増大する。  
 
（２）成果（アウトプット）と活動  

１）成果１：郡ファシリテーターの効果的研修制度が確立する。  
＜活動＞  

1-1. 研修作業部会（地方自治庁、地方自治研修機関、国家ファシリテーター等

により構成）を設立する。  
1-2. 地方自治体予算サイクルにそった、研修実施のための予算措置を講じる。  
1-3. 意思決定者および研修作業部会に対し、参加型地域社会開発についてオリ

エンテーションを行う。  
1-4. 国家・県・郡ファシリテーターの能力に関する現状分析を行う。  
1-5. O&ODファシリテーターに対する研修制度の現状分析を行う。  
1-6. 現行の研修制度改善のための提言を策定する。  
1-7. ファシリテーター向け研修カリキュラム・教材および村のステークホルダ

ー向けの簡易マニュアルを作成する。  
1-8. 地方自治研修所（ホンボロ）と協力し、研修実施体制を整備する。  
1-9. 戦略的なファシリテーター選定基準を策定する。  
1-10. 研修作業部会が、全国家ファシリテーターに対する講師養成研修（TOT）

を実施し、講師としての能力評価を行う（全200名対象、約８回の研修を

想定）。  
1-11. 研修作業部会の監督のもと、国家ファシリテーターが、選定された県・郡

ファシリテーターに対する研修を行う（実証活動対象２州の全地方自治体

約10県を対象とする）。  
1-12. 研修作業部会が研修実施結果をレビューし、研修カリキュラムの改善に反

映させる。  
1-13. 県ファシリテーターから郡ファシリテーターに対する支援的行政監督業務

（サポーティブ・スーパービジョン）の制度を構築する。  
1-14. 構築した研修制度の有効性を検証する。  
1-15. 実証活動の経験と教訓を、研修カリキュラム・教材に反映させる。  

＜指標＞  
1-1. 実証活動対象２州の全県において、県・郡ファシリテーターの研修および

支援的行政監督業務のために必要な予算措置が整う。  
1-2. 研修カリキュラム・教材が完成する。  
1-3. 研修運営体制における関係者の役割が明確にされる（カリキュラム開発、

研修提供、評価・改訂等）。  
1-4. 全国家ファシリテーター（約200名）の半数以上が、講師としての能力を備
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える。  
1-5. 実証活動対象２州における、県ファシリテーターから郡ファシリテーター

に対する四半期支援的行政監督業務の実行度合いおよび郡ファシリテータ

ーの満足度。  
1-6. 年間研修計画が作成される。  

２）成果２：村の開発プロセスにおけるコミュニティの主体性が強化されるための、

有効なO&OD実施モデルが（選定されたパイロット村において）実証を通じて、開

発される。  
＜活動＞  

2-1. 州作業部会を首相府地方自治庁、州行政府、地方自治体、研修作業部会の

代表者によって設立する。（成果２および３のために実証活動対象２州で

各々形成する）。  
2-2. 実証活動の対象県および郡を選定する。  
2-3. 対象県が、持続的なO&OD活動を行うための予算措置を講じられるよう支

援する。  
2-4. 県ファシリテーターから郡ファシリテーターに対する支援的行政監督業務

の制度を構築し検証する。  
2-5. 対象郡内の村においてベースライン調査を行い、郡ファシリテーターとと

もに対象村を選定し、対象コミュニティの能力開発状況アセスメント枠組

み（ツール）を作成する。  
2-6. 郡ファシリテーターとともに、対象村におけるステークホルダーの機能分

析を行う〔コミュニティ・リソース・パーソン（ Community Resource 
Person：CRP）、フォーカスグループ、村議会議員等〕。  

2-7. 村のステークホルダー向けの簡易マニュアルを活用し、対象村の参加型地

域社会開発プロセスを促進する。  
2-8. 郡ファシリテーターがコミュニティの社会準備プロセスを促進するための

支援を行う。  
2-9. 郡ファシリテーターとともに、O&ODプロセスにおける各ステークホルダ

ーの役割と機能を明確にする。  
2-10. O&ODプロセスにおける村の意思決定プロセスを明確にし、州作業部会が

文書化を行う。  
2-11. コミュニティが、郡ファシリテーターとCRP（ファシリテーターを担う村

住民）のファシリテーションのもと、O&OD手法に基づく計画策定を行

う。  
2-12. コミュニティが、郡ファシリテーターとCRPのファシリテーションのも

と、コミュニティ開発計画の中で優先順位の高いプロジェクトの計画を策

定する。  
2-13. コミュニティが、郡ファシリテーターとCRPのファシリテーションのも

と、優先順位の高いプロジェクトを実施する。  
2-14. 郡ファシリテーターおよび地方自治体等のステークホルダーの経験に基づ

いて簡易マニュアルを改善し、地域特性に合わせて応用する。  
2-15. 活動2-1.から2-13.までの全プロセスをレビューし、州作業部会が経験と

教訓を文書に取りまとめる。  
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2-16. レビュー結果を州行政府、地方自治体等のステークホルダーと共有し、コ

ンサルテーションを行う。  
2-17. 実証活動の教訓に基づきO&ODマニュアルを改訂し、首相府地方自治庁の

承認を得る。  
2-18. O&OD実施モデルの実践のために必要な対策を講じ、条件を整備するため

の政策提言を取りまとめる。  
＜指標＞  

2-1. 実証活動対象２州内の対象郡において、郡ファシリテーターが定期的にコ

ミュニティを訪問しファシリテーションを行うことが可能となる。  
2-2. 対象コミュニティの能力開発状況が以下の観点から検証され、文書に取り

まとめられる。  
①コミュニティ住民のマインドセット  
②組織能力（CRP、フォーカスグループ、村議会議員等の機能）  
③資源管理能力  
④郡ファシリテーターを通じた地方行政とコミュニティの連携関係  
⑤郡ファシリテーターのマインドセットおよび取り組み姿勢  

2-3. 実証活動の経験に基づき、村レベルでのO&OD実施モデルとO&OD改善の

ための政策提言が提示される。  
３）成果３：地方自治体のセクター部局が、コミュニティ開発計画を効果的に活用す

るためのO&OD実施モデルが実証を通じて、開発される。  
＜活動＞  

3-1. 州作業部会が、地方自治体におけるセクター間調整の現状分析を行う。  
3-2. 対象県が、郡ファシリテーション・チームの実施体制整備のために必要な

対策を講じられるよう支援する。  
3-3. 対象県が、持続的な予算措置を講じられるよう支援する。  
3-4. 村行政官およびCRPが、コミュニティ開発計画策定プロセスにおいてセク

ター情報にアクセスし利用できるよう支援する。  
3-5. 郡ファシリテーターが、コミュニティ開発計画策定プロセスにおいてセク

ター政策・基準情報にアクセスできるよう支援する。  
3-6. 郡ファシリテーターが、ファシリテーター研修で習得した計画・予算策定

スキルおよび文書作成スキルを実践で活用できるよう支援する。  
3-7. 地方自治体でセクター計画簡易フォーマットを運用する。  
3-8. 地方自治体がセクター部局間調整を強化するための支援を行う。  
3-9. 活動3-1.から3-8.までの全プロセスをレビューし、州作業部会が経験と教

訓を文書に取りまとめる。  
3-10. レビュー結果を州行政府、地方自治体等のステークホルダーと共有し、コ

ンサルテーションを行う。  
3-11. 実証活動の教訓に基づきO&ODマニュアルを改訂し、首相府地方自治庁の

承認を得る。  
3-12. 成果３を通じて開発されたO&OD実施モデルの実践のために必要な対策を

講じ、条件を整備するための政策提言を取りまとめる。  
＜指標＞  

3-1. 対象県においてコミュニティ開発計画の利用に関するセクター担当官のマ

インドセットが変化する。  
3-2. 地方自治体計画に含まれる、コミュニティ開発計画に基づいたプロジェク
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トの数。  
3-3. O&OD実施モデルの実践のために必要な条件（財政的、物理的、制度・組

織的、人的能力等）が特定され、文書化される。  
3-4. 実証活動の経験に基づいて、コミュニティ開発計画を活用した地方自治体

計画策定プロセス・モデルおよび政策提言が提示される。  
４）成果４：O&OD実施モデルの普及段階のために必要な基本条件（財政的、物理

的、制度・組織的、人的能力等）が示される。  
＜活動＞  

4-1. プロジェクトで構築された有効なO&OD実施モデルの普及戦略を提案す

る。  
4-2. プロジェクトの経験と政策提言を中央政府、州行政府、地方自治体、ドナ

ー、市民社会組織等のステークホルダーと共有する。  
＜指標＞  

4-1. 州作業部会によって、州行政府がO&OD実施モデルを他自治体に普及して

いくための必要な条件（財政的、物理的、制度・組織的、人的能力等）が

特定され、文書化される。  
4-2. 実証対象州において、O&OD実施モデルを州内の他自治体に普及していく

ために必要な実施体制が整備される。  
 

（３）投入（インプット）  
１）日本側（総額3.5億円）  

・専門家派遣  
（総括、地方自治体計画策定／セクター間調整、参加型地域社会開発、研修制度

開発など）  
・供与機材（車両、執務室用事務機器等）  
・研修員受入れ  
・その他活動に必要な経費（ファシリテーター研修実施経費のうち、研修開発と国

家ファシリテーターの研修に係る費用等）  
２）タンザニア側  

カウンターパート人件費、施設・土地手配、その他（県･郡ファシリテーターの

研修に係る参加費用はタンザニア自治体予算による支出を想定）  
 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件）  
１）プロジェクト目標までの外部要因  

特になし。  
２）成果達成までの外部要因  

・地方自治体開発交付金システムが継続する。  
・CRP（村住民グループ）が持続的に機能する。  
・他セクターの事業がCRPのインセンティブを阻害しない。  
・他セクターの政策がO&OD手法に反さない。  
・他セクター事業がO&OD手法と相容れない手法で計画・実施されない。  
・州行政府が地方自治体への支援と州内の経験共有を継続的に実施するための財政

基盤、人員体制等が強化される。  
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５．評価５項目による評価結果  
（１）妥当性  

次の理由により、本案件の妥当性は高い。  
１）国家開発政策・開発協調との合致  

上位政策である地方行政改革プログラム第二フェーズ（LGRP２）において、

O&OD手法による地方自治強化は主要課題「良い統治および住民参加」およびその

他主要課題を実現するための重要かつ横断的な施策と位置づけられており、本案件

は同政策の実行に貢献するものである。LGRP２は政府予算および日本を含むドナ

ー・バスケット資金を実行資金として政府・ドナー合同で運営される。本案件は

LGRP２という開発協調枠組みの中で明確に位置づけられ、協力成果が他ドナーと

共有されるとともに、バスケット資金の有効活用にも資するものである。また、同

じく政府予算およびバスケット資金（日本含む）を原資とする地方自治体開発交付

金は過去３年間で倍増しており、地方自治体向けの中期支出枠組みガイドラインで

は、開発予算の適正配分、有効活用と透明性向上のためにO&OD手法による計画策

定を必須として定めている。政府・ドナー合同の同開発交付金の評価枠組みでも地

方自治体におけるO&OD計画策定の質が一指標となる予定であり、本案件は開発協

調における成果モニタリングに重要な役割を果たすことが期待されている。  
２）協力アプローチの妥当性  

O&ODはガバナンスの礎ともなるボトムアップの計画策定の有効化により、地方

分権体制を下支えする基盤構造である地域自治の強化と、地域住民と地域行政の協

働体制の確立を長期的目的とする極めて重要な施策であり支援の意義は高い。本協

力フェーズは、O&ODステークホルダーの能力開発や行政環境の整備を行う基盤整

備段階（第一段階）として位置づけられる。ガバナンスの強化という中長期的課題

に対し戦略的に発展プロセスを重ねていく試みであり、協力アプローチは妥当であ

る。  
３）我が国援助政策との整合性・日本の比較優位  

「行財政管理能力強化」は、我が国の対タンザニア国別援助計画における 重点

分野に位置づけられ、我が国は地方行政にかかわる人材育成を目的とした支援を長

年実施している。本案件は同支援や開発調査で培った知見と人的ネットワークを

大限に活かすものである。また各セクターで地方分権化支援を実施しており、本案

件との相乗効果が期待される。また、地方行政改革および地方自治体の開発に係る

財政基盤を支えるためのバスケット型財政支援を実施中であり、本技術協力の成果

の活用とインパクトの発現というプログラム的支援と位置づけられる。我が国援助

政策との整合性、日本の比較優位性ともに高い。  
 
（２）有効性  

本案件は開発調査の結果に基づき、プロジェクト目標達成に向けて、タンザニアに

おける地方行政分野における中心的課題を的確に捉えたデザインとなっており、有効

性が高い見込みである。  
ステークホルダーの能力強化について、県行政と村の中間に位置する郡ファシリテ

ーターを も重要な能力開発の対象と捉えている。第一に、研修教材開発を国家レベ

ルで地方自治研修所が主として担い、全国の国家ファシリテーターを講師として育成

することで、全国規模の研修提供に必要なリソースを整備する。第二に、研修実施体
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制は州行政府および県行政を含めた実施体制モデルを２州での実証結果を踏まえて構

築することにより、他州でも展開可能な自立発展的な研修実施体制の整備を可能とす

る。研修実施体制構築にあたっては、各行政レベル間のチームワークの強化に留意す

る。同時に、実証活動（成果２の対象10村）から得られる教訓のフィードバックを継

続的に行うことにより、研修を受けたファシリテーターの現場でのパフォーマンス向

上および実践的かつ効果的な研修の開発が可能となる。  
行政環境の整備は、O&OD手法による開発プロセスを支える要素、すなわち資源

（財政、技術力等の確保）、規範（村内関係者の力関係の 適化、他セクター政策・

制度の調和化）、組織体制（地方自治体、中央・州の機能）を改善するための政策提

言を、対象10村での実証活動の丁寧な分析結果に基づき導き出す（成果２）。他方、

県レベルの計画策定プロセスの支援は５県内の全80郡を対象に行い、より一般化が求

められる県レベルの制度改善につなげる。実態に即した政策・制度改善につなげる試

みであり、有効なアプローチといえる。  
 
（３）効率性  

次の理由により、本案件の効率性は高いことが期待できる。  
１）投入の選択と集中  

研修制度構築（成果１）、行政環境整備（成果２、３、４）ともに関係機関から

構成される作業部会を形成し、制度化していく計画である。 JICA専門家は、研修

教材やマニュアル等の質管理、実施体制の有効性や持続性の検証、実証活動の技術

的分析等に注力し、作業部会が JICA専門家の技術支援を得ながら各活動の運営管

理および技術的成果の取りまとめ作業を行う計画であり、日本側投入を協力効果の

高い部分に集中的に投入することができる。  
２）支援の調和化  

本案件は、首相府地方自治庁およびドナーが協調しながら行う地方行政改革プロ

グラム第二フェーズ（LGRP２）の運営管理と、調和しながら実施されるものであ

り、他の援助機関の投入との重複がなく、LGRP２バスケット資金や地方自治体開

発交付金バスケット資金の効果的・効率的な執行に資するものとして期待されてい

る。先行する開発調査の成果を活かすとともに、他ドナーの類似支援を通じた経

験・教訓を活かすことを前提にデザインされている点からも、効率性は高いと考え

られる。  
 
（４）インパクト  

次の理由により上位目標は達成される見込みである。  
１）他地域への展開  

本案件では、全国展開を見込んだ研修実施体制を整備する。また協力期間終了後

の他地域での研修はLGRP２や各地方自治体予算の活用によって継続されることが

見込まれる。また本案件終了時にO&OD実施モデルの普及戦略を策定する計画であ

り、他地域でのO&OD実施モデルの実践を踏まえたより有効な政策提言が策定され

ることが期待できる。  
２）ガバナンス全体の改善  

O&OD手法により策定される村開発計画は、県レベルの全セクターの開発計画策

定の基礎となるものであり、他セクターの開発事業の改善というインパクトをもた
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らすことが期待される。  
また、住民参加型のコミュニティ開発計画の策定・実施プロセスは、行政の透明

性と説明責任の向上に貢献するものであり、ガバナンス全体の改善に対するインパ

クトが期待できる。特に本案件の実証活動対象地域（５県内の全80郡、裨益住民約

100万人）でのインパクト発現が期待できる。  
３）上位目標の指標に関する分析  

上位目標の指標のうち、指標①O&OD改善のための政策提言の導入の達成状況

は、関連する政策文書への反映によって確認する。指標②コミュニティ開発への住

民の参加度合いの増加、指標③地方自治体セクター担当部局の連携強化とコミュニ

ティ開発計画の活用促進の達成状況の評価方法については、実証対象地域でのサン

プル評価を主たる方法とし、まず、本案件実証調査開始１年目にベースライン調査

を行う。本案件協力期間中に実証活動において２年半に及ぶ計画･実施･モニタリン

グサイクルを経験することから、同活動過程の郡ファシリテーター報告書および県

開発計画をもとに経年変化を把握し、案件終了後も同様に郡報告書や県開発計画の

レビューに基づく指標達成状況の評価を行う。  
 
（５）自立発展性  

１）政策・制度面の自立発展性  
タンザニア政府は地方分権化政策を1996年以降、一貫して実行しており、また、

2013年までの地方行政改革プログラム第二フェーズの実行を決定済みである。

O&OD手法による更なる地方自治の強化が重要課題として位置づけられており、政

策的自立発展性は高い。  
２）財政面の自立発展性  

本案件実施に係る日本側予算は、研修開発や実証活動のレビュー、制度整備に集

中して充当し、全国での研修実施やO&OD実施に係る費用は、タンザニア政府予算

やバスケット資金から充当することを想定している。また、研修実施体制構築およ

びO&OD実施モデルの提示について、財政措置の検討を活動として含めており、財

政面の自立発展性の確保を図る予定である。また、コミュニティ開発計画に対する

政府の予算配賦には限りがあることを考慮し、コミュニティの参加型開発計画策定

プロセスに係るコストが現実的かつ持続的なものとなるよう考慮する。  
３）技術面の自立発展性  

本案件では、各ステークホルダーの能力と機能、行政システムの機能、地域社会

の受容性等の機能分析を行ったうえで研修開発や実証活動に取り組む。また、実証

活動の結果を丁寧に分析することにより、ニーズに合致した現実的なO&OD実施モ

デルを提示予定であり、技術面の自立発展性は確保されると予想される。  
 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮  
本案件による貧困・ジェンダー・環境等へのネガティブな影響は想定されないため、配

慮事項は特になし。O&OD手法ではジェンダーや社会階層に配慮した意思決定メカニズム

が組み込まれており、本案件でも村の開発に引き続きさまざまな社会階層の参画を強化す

るよう取り組んでいく。  
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７．過去の類似案件からの教訓の活用  
開発調査および他の地方行政分野支援から、地方自治庁の組織能力は他省庁と比較して

も弱く、特に部局間連携の強化が効果的な組織内意思決定と事業運営には重要であるとい

う教訓が導き出されており、本案件実施にあたっては特に部局間の連携強化に取り組む。

｢タンザニア国モロゴロ州保健行政強化プロジェクト｣等の教訓から州行政府の活動基盤

（財政、人材、制度）が脆弱であることが明らかとなっており、O&OD実施体制の構築に

あたっては、持続的かつ現実的な実施体制を提案すべく留意する。  
 

８．今後の評価計画  
協力終了半年前を目安に、終了時評価を実施する。  
協力開始後の評価は、本案件が定める指標の達成状況を活動の一環として継続的に確認

していくとともに、タンザニア政府によるLGRP２の半期レビュー等の評価枠組みを可能

な限り活用して行う。  
協力終了後３年を目処に事後評価を実施する予定。  
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第１章 事前評価調査の概要 
 
１－１ 調査実施の背景 

タンザニア連合共和国（以下、「タンザニア」と記す）は1996年から地方分権化政策を進めて

おり、2000年からは同政策の実行計画にあたる地方行政改革プログラム（Local Government 
Reform Program：LGRP）を実施しており、2009年７月からは2013年６月までの予定で同プログ

ラムの第二フェーズ（LGRP２）が、首相府地方自治庁（Prime Minister’s Office - Regional 
Administration and Local Government：PMO-RALG）の所管により実施されている。 

タンザニアは上記政策の一環として、2001年から、地方自治強化を目的としたタンザニア独

自の参加型計画手法であるO&OD手法（Opportunities and Obstacles to Development）の全自治体

への導入を図っている（2009年末までに全132県のうち125県に導入完了を予定）。このO&OD手

法は、従来のドナーが導入した参加型計画策定手法〔Participatory Rural AppraisalやSWOT
（Strength, Weakness, Opportunities and Threat）分析等〕を取り入れて新たに構築したボトムアッ

プを特色とする住民参加型計画策定手法であり、タンザニアの行政機構に組み込まれ、地方自治

体計画へのコミュニティ計画の反映を意図して制度的に全国に導入されている点に独自性がある。

また、この手法は、単なる計画策定ツールではなく、地方自治の強化を促進するためのプロセス

と位置づけられる（タンザニア行政構造は、中央政府の出先として21州、高位地方自治体として

132県、県の出先として郡、下位自治体として村、さらにSub-Villageから成る。「付属資料１．

タンザニアの地方行政構造」参照）。 
我が国は、O&OD手法導入後に明らかとなったさまざまな課題に対応するため、O&OD手法に

係る包括的な改善提言の策定を目的として、2006年６月から2008年３月まで開発調査「地方自治

体参加型計画策定プロセス改善計画」を実施した。同調査では、O&OD計画策定プロセスの価値

を、単なる計画策定ツールではなく、地方自治の強化を促進するためのプロセスと位置づけた。

その上で、O&ODを要とした地域社会の自治力強化のために①ステークホルダーの能力開発や②

地域社会の自治力強化のための環境整備が重要であることが提言された。 
タンザニアは、開発調査の提言実行を確実なものとするために、一連のコミュニティ開発プ

ロセスの改善およびステークホルダーの能力開発を目的とした技術協力を我が国に要請した。 
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＜O&OD手法の解説＞ 
O&OD手法に基づく計画策定プロセスは、９日間のワークショップ形式で実施される。まず

約60名の村民代表者の参加によるフォーカス・グループ・ディスカッションを通じてコミュニ

ティ開発計画が作成され、次に村の成人全員が参加権利を有する村総会によって承認されるプ

ロセスを踏む。コミュニティ開発計画は、地方自治体（県）における県の開発計画策定の過程

で活用され、計画に反映される仕組みとなっている。また、Review and Backstopといわれる同

計画の見直し作業を毎年繰り返すこととなる。他方、今後O&OD手法に求められることは、計

画策定および見直しのためのツールとしてのみならず、コミュニティ開発事業の実施を通じた

地方自治の強化および民主主義の醸成のためのプロセスとして機能することである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１－２ 調査目的 

（１）O&OD手法の改善提言のうち、優先度の高い提言を絞り込み、同提言実現に向けた協力枠

組み案〔基本方針、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：
PDM）、活動計画（Plan of Operation：PO）、専門家派遣計画、機材計画、研修計画等〕お

よび実施体制を取りまとめ、タンザニア政府と協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）を

締結する。 
（２）2009年から開始される次期地方分権化政策実行計画（LGRP２）における本技術協力の位

置づけを、政府および地方行政支援ドナー･グループとの協議を通じて、中長期的視点から

確認する。 
（３）プロジェクトの妥当性を検証するため、評価５項目の視点で評価を行い、事前評価表を作

成する。 
 
１－３ 調査内容 

（１）現地調査前に収集された政策文書、先行する開発調査報告書、他ドナーのプロジェクト資

料等を分析し、地方行政改革およびO&ODに係る現状と課題を把握する。 
（２）地方自治体でのフィールド調査により、これまでのO&ODの実施状況、成果および教訓を

把握・分析する。 

中央
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図１－１ O&OD 展開段階と O&OD 展開後段階（開発調査 終報告書） 

－2－



 

 

（３）タンザニア政府関係者、ドナー関係者との協議を通じ開発協調における本協力の位置づけ

を明確にする。 
（４）首相府地方自治庁との協議を通じ、タンザニア上位計画との整合性、プロジェクトの基本

計画、プロジェクト対象地域、活動内容、協力期間、先方カウンターパートの体制等につい

て確認する。 
（５）評価５項目の視点から評価結果をまとめる。 
 
１－４ 現地調査期間 

2009年２月16日（月）～2009年２月27日（金）12日間。 
（「付属資料２．調査日程表」参照） 

 
１－５ 団員構成 

氏 名 担当分野 所 属 

牧野 耕司 総括 JICAタンザニア事務所 次長 

下田 道敬 地方行政 JICA公共政策部 国際協力専門員 

Ms.Ngomba Honorina 住民参加型開発 JICAタンザニア事務所 在外専門調査員 

西 直子 協力計画 JICAタンザニア事務所 所員 

 
１－６ タンザニア政府主要カウンターパート 

 本調査は、先方カウンターパートが全行程同行して実施された。 

所 属 担 当 氏 名 

首相府地方自治庁 地方行政局 サービスデリバリー担当局長補 Mr. Bandisa 

同局 O&ODコーディネーター Mr.Ally Mulpilo 

同局 O&OD副コーディネーター Mr.Idris Mtandi 

 
１－７ 主要面談者 

「付属資料３．主要面談者リスト」参照。 
 
１－８ 実施協議 

 実施協議はタンザニア政府主要カウンターパートおよびJICAタンザニア事務所が実施し、

2009年７月７日に協議議事録（Record of Discussion：R/D）に署名を行った。 
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第２章 タンザニア政府国家政策上の位置づけ 
 
２－１ 国家開発政策との合致 

タンザニアの 上位開発戦略に位置づけられるタンザニア第二次貧困削減戦略（2005～2010

年）（スワヒリ語通称MUKUKUTA）の中において、国家開発が取り組むべき 優先課題として、

地方分権化の推進による公共サービスのより効率的・効果的な実施が挙げられている。O&ODの

推進による地方自治の強化は、本政策に合致する。 
 
２－２ 「地方行政改革プログラム第二フェーズ」における位置づけ 

タンザニア政府は地方分権化に係る政策枠組みとして、2009年から2013年の間、地方行政改

革プログラム第二フェーズ（LGRP２）を実施予定である。同プログラムにおいて、O&OD手法

による地方自治強化は主要課題「良い統治および住民参加」を実現するための重要な施策の一つ

と位置づけられている。本案件の成果はこれら上位施策の実行に貢献するものである。 
具体的には、LGRP２文書 終ドラフトにおいて、主要課題「良い統治および住民参加」を達

成するための活動群（コンポネント３：市民参加と説明責任の強化）が設定されており、O&OD
と直接的な関連のある活動として、①自治体予算ガイドラインの改訂、②包括的参加型計画の確

実な実施のためのチェックリストの開発、③包括的参加型計画に関するリーダー層、マネジメン

ト層に対する研修、④自治体の総合的社会経済開発のための参加型計画策定とO&OD手法に基づ

く市民（社会）のエンパワメントの開始が計画されている。 
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　O&OD展開後ならびに外部環境にかかる現状把握調査

　O&OD展開にかかる現状把握調査

　タスク１ならびにタスク2に基づいた仮提言の作成

  タスク３に基づいたO&OD展開段階ならびに展開後段階にかかる実証調査

　タスク１からタスク４までの結果を踏まえた最終提言ならびにアクションプランの作成

ﾀｽｸ

 1

ﾀｽｸ

2

ﾀｽｸ

3

ﾀｽｸ

4

ﾀｽｸ

5

仮提言の実証

仮提言の作成

最終提言の作成

第３章 地方自治体参加型計画手法（O&OD）の課題 
（開発調査の成果） 

 
３－１ 開発調査の成果と本プロジェクトの達成目標の関係性 

開発調査はO&OD手法の村への導入方法および計画策定プロセスの改善に重点を置いた政策提

言を行うことが目的であった。本案件では、上述の開発調査の結果を踏まえ、一連のコミュニテ

ィ開発プロセスの改善を対象としたより包括的な政策提言の策定を試みる。 
 
３－２ 開発調査の概要 

O&OD手法導入後に明らかとなったさまざまな課題に対応するため、我が国は、O&OD手法に

係る包括的な改善提言の策定を目的として、2006年６月から2008年３月まで開発調査「地方自治

体参加型計画策定プロセス改善計画」を実施した。開発調査は2006年６月から2008年３月までの

間に実施され、図３－１のとおり５つのタスクで構成された。タスク１、２の現状把握調査をも

とに、タスク３ではO&OD計画策定プロセス改善に向けた仮提言を作成し、タスク４ではその仮

提言の実証活動を行い、タスク１からタスク４までの結果は 終的にタスク５で 終提言とアク

ションプランに反映された。 

 

 

 

 

 

図３－１ 調査の流れ 

 

３－３ 開発調査の対象地域 

タスク１、２の現状把握調査、タスク４の実証調査（O&OD展開のための財政的支援含む）に

ついては、それぞれの目的に見合った自治体をサンプルとして選定した。また、タスク５の 終

提言をもとにしたO&OD展開段階の改善プロセスとR&Bの実践を2007年２月から３月までバガ

モヨ県のビグワザ郡とチャリンゼ郡を対象として実施した。 
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表３－１ O&OD展開資金支援の選定対象州および自治体 

 
３－４ 開発調査におけるO&OD計画策定プロセス改善に向けた提言 

開発調査では、O&OD計画策定プロセスの価値を、単なる計画策定ツールではなく、地方自治

の強化を促進するためのプロセスと位置づけた。その上で、O&ODを要とした地域社会の自治力

強化のために①ステークホルダーの能力開発や②地域社会の自治力強化のための環境整備が重要

であることが提言された。 
①ステークホルダーの能力開発については、特にコミュニティにおける開発プロセスのファ

シリテーター機能を担う郡（Ward：県の出先機関）行政官の能力が不十分であることが問題点

として挙げられる。このため、郡ファシリテーターに対し現場のニーズに沿った有効な研修の開

発と研修実施体制の構築が喫緊の課題となっている。 
②地域社会の自治力強化のための環境整備に関する問題点として、特に、コミュニティの社

会的準備（受容性・主体性）の強化および中央政府、地方自治体、住民間の連携強化が不十分で

あることが確認されている。対応策として、コミュニティ開発計画のオーナーシップは計画の実

施を通じた成功経験とそれによる達成感の蓄積により高められるため、まずは優先活動の成功例

を作ることにより次の成功につながるという好循環を作ることの重要性が提言されている。また

同成功経験の過程で、郡ファシリテーターが要となり中央政府、州行政府、地方自治体（県、郡、

村）、住民間の連携を図り、具体的な行政環境整備のための政策提言につなげることが重要であ

ることが提言されている。 
 

州 自治体 

タスク２：O&OD展開 
段階の現状把握調査 

アルーシャ州モンドゥリ県 
キリマンジャロ州モシ市 

タスク２：R&Bの現状把握調査 バガモヨ県、ハイ県、ロンボ県、ムベヤ県、キバハ

県、ムベヤ市の各２郡２村 
タスク４：O&OD展開 
段階の実証調査 
 
タスク４：R&Bの実証調査 

カラツ県（13郡45村）、タンガ市（24郡、23村）、パン

ガニ市（13郡33村） 
 
バガモヨ県ビグワザ郡、チャリンゼ郡の全村12村 
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表３－２ O&OD計画策定プロセス改善へ向けた提言の枠組み〔開発調査 終報告書（和文要約）〕 

提言の柱 大目標 小目標 
1.1 コミュニティに

おける社会的受

容性の向上 

1.1.1 ガバナンスの向上 
1.1.2 ネットワークの強化 
1.1.3 コミュニティ計画を活用するインセンティブ 

１ ． O&OD 展

開ならび

にR&Bの

効果的な

実施支援

環境の整

備 

1.2 政策ならびに行

政環境の向上 
1.2.1 O&OD展開およびR&Bの効果的な実施のための組織体制

の 適化 
1.2.2 O&OD展開とR&Bの重要性にかかる政策意思決定者の認

識向上 
1.2.3 O&ODと他のイニシアティブの協働体制の構築 
1.2.4 コミュニティ計画への資金の流れ強化 

2.1 ファシリテーシ

ョンの質の向上 
2.1.1 ファシリテータの調整 
2.1.2 CRPの役割強化 

２ ． O&OD 展

開プロセ

スの改善 2.2 O&OD展開方法

の改善 
2.2.1 オリエンテーション、ワークショップ、研修の有効性向上 
2.2.2 コミュニティ計画策定プロセスの有効性向上 

3.1 R&Bシステムの

構築と普及 
3.1.1 R&Bシステム文書の作成 
3.1.2 R&Bシステム文書の普及 

3.2 ファシリテータ

のキャパシティ

向上 

3.2.1 R&Bの重要性を関係者に啓発 
3.2.2 県・郡ファシリテータによるファシリテーション、M&E

能力の向上 
3.2.3 コミュニティ・レベルにおけるファシリテーション、

M&E能力の向上 

３．R&Bシス

テムの構

築 

3.3 コミュニティ・

ニーズの自治体

計画への統合 

3.3.1 コミュニティ計画を自治体計画に統合するためのシステ

ム構築  
3.3.2 コミュニティ計画を自治体計画に統合するためのキャパ

シティの強化 
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第４章 日本の援助政策における位置づけ 
 
４－１ 対タンザニア国別援助計画における位置づけ 

我が国の対タンザニア国別援助計画（2008年から2010年まで）において、「行財政管理能力

強化」は 重点分野に位置づけられている。本案件は、同支援分野の三本柱である地方自治分野、

公共財政管理分野、貧困モニタリング分野のうち、地方自治分野の支援に位置づけられる。 
 

４－２ JICA協力プログラム「地方行政改革支援」における位置づけ 

JICA協力プログラム「地方行政改革支援」では、特に公共サービスの前線となる地方行政レベ

ルにおける参加型の計画策定およびその適切な実施、モニタリング・評価等を含む行財政能力の

強化と、地方自治体における人材育成の戦略的な実施を促進するための協力を展開する戦略とし

ており、本案件は前者に位置づけられる。 
また、技術協力による能力開発や制度構築を支援するとともに、貧困削減支援無償等を活用し

たバスケット型財政支援への拠出によって、各改革に必要な財政基盤を強化することを通じて我

が国技術協力成果の面的展開を実現し、政策対話能力の強化を図る支援アプローチを取り入れて

いる。 
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第５章 協力の基本方針と支援アプローチ 
 
（１）長期的目的 

対処方針案で確認した本支援で達成すべき長期的目的とその支援戦略について、首相府

地方自治庁と基本的な合意を行った。 
・本支援は、地域住民、地域行政およびこれらを取り巻く地域社会の自治および自己組織力

の強化（＝地方分権化体制の基盤強化）をめざすものであり、その要としてO&ODを位置

づけるものである。 
・O&ODを単なる計画策定ツールとして位置づけるのではなく、住民自身が地域のニーズを

話し合い、地域社会の政策決定過程に参画し、さらにそれを「自分達のもの」として実

施段階にまで関与し、さらに次の段階にステップアップしていく地域の発展プロセスを

促進するための手段として位置づける。 
 
（２）本プロジェクトのデザイン 

本支援は、長期的目的を念頭に置きつつ、ステークホルダーの能力強化と行政環境整備

のための政策提言をプロジェクト目標として実施するものである。具体的には成果１を通じ、

郡のファシリテーター研修制度を将来の全国展開を意図して確立し、実証地域において研修

を実施する。研修制度確立の過程で、県以下でのO&ODの実施において技術支援機能を果た

す国家および県ファシリテーターを講師として育成する。また成果２を通じ、村レベルの参

加型開発（O&OD）の実証活動を通じて有効な地域自治モデルを確立するとともに、成果３

を通じ、ボトムアップの計画策定が県レベルでの戦略的開発・予算計画の策定と実行に結び

つくよう、県行政の調整機能向上も図る。成果４を通じ、実証活動の結果を、有効な地域自

治モデルの他地域への展開のための政策提言として取りまとめる。 
 
（３）参加型地域社会開発のアプローチ 

 O&OD計画策定プロセスの価値は、単なる計画策定ツールではなく、地方自治の強化を促

進するためのプロセスと位置づけられる。このため、O&ODファシリテーター研修の内容、

実証活動、制度改善等の全活動において、参加型開発の考え方を取り込むことが重要である。

特に、O&ODプロセスを通じて、地域住民のオーナーシップを強化し、群ファシリテーター

やコミュニティ・リソース・パーソン（Community Resource Person：CRP）を通じて地方行

政との協働関係を構築していくことが極めて重要である。 
 
（４）長中期的支援戦略とキャパシティ・ディベロップメント 

本案件は、限られた地域での実証活動を行うが、中長期的に地域住民、地域行政および

これらを取り巻く地域社会の自治の強化を目的として、全国に展開し得るO&OD普及モデル

の提示と段階的な制度改善を意図するものである。このため中長期的戦略に基づいて、本プ

ロジェクト期間中の実証活動の計画を策定することが重要である。 
また、限られた実証活動対象地域におけるステークホルダーおよび行政組織等の個人・

組織レベの能力開発にとどまらず、地域社会の自治力強化のための環境整備による制度レベ

ルの能力開発につながるよう留意する。 
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＜長中期的支援展開案＞ 
・実施済み開発調査（2006年～2008年） 自治体計画策定プロセスの改善提言 
・本プロジェクト（2009年～2013年） ２州５県の実証結果に基づくO&OD実施モデ

 ルの提示 
 ファシリテーター研修制度の確立 
・中期的展開（2013年以降～） 他地域での検証結果に基づくO&OD普及モデ

 ルの提示 
・長期的展開 O&OD普及モデルの全国展開 
 ※タンザニア自助努力 

 
 長期的目的を達成するための長中期的支援戦略案は以下のとおり。 
 
開発調査 
2006年６月 
～2008年３月 

（２億円） 

 
 
 

本フェーズ技プロ 
（3.5年後） 
2009年～2013年 

（3.5億円） 

中期的取り組み 
（４年～６年後） 
2013年～2016年 

長期的取り組み 
（７年～10年後） 
 

  
 

 
 
 

 

・ 自治体計画策定プロ

セスの改善提言 

・ 実証支援を通じた地

方自治庁、自治体の

計画策定能力強化 

 

 

 

 

 

 

パイロット  

（２州、５県、10村）

O&OD実施モデル 

＋ 

国家制度レベル  

研修制度 

政策提言 

 
開発モデル検証事業  

仮案：２州＋他１州、 

全（15）県、全村 

・開発モデルの他地域で

の検証、改善 

＋ 
国家制度レベル  

政策提言 

制度改善 

 
   普及 
  【全国展開】 
 
タンザニア全県にお

けるO&ODを各とした

地方自治の強化 
 
 
 

 
タンザニア政府政策｢地方行政改革プログラム｣ 

LGRP１ 

（2000年～2008年） 

移行期 

〔2008年～2009年まで（予定）〕 

LGRP２ 

〔2009年２月から2013年６月まで（予定）〕 

 
（５）開発協調とLGRP２への調和化 

本案件実施にあたっては、進展の早いタンザニア地方分権化および援助協調の動向を的

確に把握したうえで、プロジェクトの活動計画策定および運営管理を行うよう留意する必要

がある。上位政策であるLGRP２において、O&OD手法による地方自治強化は主要課題「良

い統治および住民参加」およびその他主要課題を実現するための重要かつ横断的な施策と位

置づけられており、本案件は同政策の実行に貢献するものである。本案件の実施・モニタリ

提言の柱 

１:環境整備 

２:O&ODプロセス

開発モデル 

の提示 

普及モデル 

への発展 

－10－



 

 

ングにあたっては、可能な限りLGRP２のモニタリング枠組みへの調和化に配慮する。また、

関連する支援を実施中の他ドナー（UNICEF、世銀等）との連携にも留意する必要がある。 
なお、LGRP２文書 終ドラフトにおいて、主要課題「良い統治および住民参加」を達成

するための活動群（コンポネント３：市民参加と説明責任の強化）が設定されており、

O&ODと直接的な関連のある活動として、①自治体予算ガイドラインの改訂、②包括的参加

型計画の確実な実施のためのチェックリストの開発、③包括的参加型計画に関するリーダー

層、マネジメント層に対する研修、④自治体の総合的社会経済開発のための参加型計画策定

とO&OD手法に基づく市民（社会）のエンパワメントの開始が計画されている。 
 
（６）バスケット・ファンドの活用促進 

LGRP２は政府予算および我が国拠出金を含むドナー・バスケット資金を実行資金として

政府・ドナー合同で運営される。本案件はLGRP２という開発協調枠組みの中で明確に位置

づけられ、協力成果が他ドナーと共有されるとともに、バスケット資金の有効活用にも資す

るものである。バスケット・ファンドの活用はO&OD実施モデルおよび研修の面的展開のた

めに極めて重要となる。本プロジェクト実施にあたり、首相地方自治庁がバスケット・ファ

ンドを活用してLGRP２に定められたO＆OD普及展開業務を円滑に実施し得るための働きか

けを行うことが求められる。 
また、同じく政府予算およびバスケット資金（日本含む）を原資とする地方自治体開発

交付金は過去３年間で倍増しており、地方自治体向けの中期支出枠組みガイドラインでは、

開発予算の適正配分、有効活用と透明性向上のためにO&OD手法による計画策定を必須とし

て定めている。政府・ドナー合同の同開発交付金の評価枠組みでも地方自治体における

O&OD計画策定の質が一指標となる予定であり、本案件は開発協調における成果モニタリン

グに重要な役割を果たすことが期待されている。同開発交付金制度は、地方自治体の計画策

定プロセスおよびコミュニティ開発事業の実施に対し必要な財政基盤を提供することとなる

ため、本プロジェクトの実施を通じて、同交付金バスケットの動向に関する情報収集を行い、

実証活動によって得られた同制度改善のための課題や教訓を首相府地方自治庁を通じてバス

ケット・ファンド運営委員会にフィードバックすることが求められる。 
 
（７）LGRP２テクニカル・アドバイザー・チームとの連携 

LGRP２では2009年末からを目処に、地方自治庁内に外部から９名の専門テクニカル・ア

ドバイザー（TA）およびプログラム会計担当者を常駐させるとともに、全国を６ゾーンに

分け、州レベルの財政・人材管理のモニタリングを担う計12名のTAを配置することにより

プログラムを運営する計画である。本案件専門家はO&ODに特化した業務を行う一方で、

O&OD を含むガバナンス強化コンポネント全体を担当するガバナンス担当TAとの連携と協

調を図りながら業務を行う必要がある。 
 
（８）JICAが実施する他案件との連携 

＜技プロ「地方自治体研修能力強化プロジェクト（2008年５月～2010年12月）」＞ 
同技プロは地方公務員研修機関を統率するホンボロ地方自治研修所の能力開発の一環と

して、研修開発および自治体向け研修のモニタリング体制の構築を計画している。本プロジ
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ェクトにおけるO&ODファシリテーター研修制度の構築は、同研修所が中心となって進める

予定であり、プロジェクト間の連携が求められる。 
 

＜技プロ「より良い県農業開発計画の策定プロジェクト（2009年３月～2012年３月）」＞ 
O&ODとセクター計画手法の調整に係る取り組みが先行している農業セクターでは、県農

業開発計画を策定・年次見直しする際に、O&OD手法の応用版を計画手法として取り入れ、

農業事業実施に適用させている。同技プロは、省庁・州におけるファシリテーション能力の

向上と、県の農業計画の質向上を図るためのモニタリング評価体制の確立を行っている。本

案件は、農業技プロが実施するファシリテーション研修や農業計画策定支援のいわば基盤と

なる制度を提案するものであり、プロジェクト間で齟齬がないよう調整・連携を行う必要が

ある。 
 

＜技プロ「州保健行政システム強化プロジェクト（2008年３月～2011年３月）＞ 
保健セクターでは地方分権によるより良いサービス提供のための要として、州行政府の

強化が他セクターに先んじて進められている。同技プロは、中央省庁と地方自治体の間で州

保健局が担うべき機能の明確化と活動環境の整備を行うとともに、州保健局の組織としての

能力開発に取り組んでいる。本プロジェクトでは州行政府が対象州でのO&OD実施および

O&OD実施モデルの他県への普及に重要な役割を担う予定であり、同技プロとの情報交換が

求められる。 
 

各セクターの計画策定プロセスとO&ODの関係については、「付属資料４．自治体計画と

セクターの関係図」参照。 
 

（９）自立発展的なO&OD実施体制の構築 
１）予算・人員配置措置 

自立発展的にO&ODを実施・普及していくためには、コミュニティ、地方自治体、州、

中央省庁、研修機関等の予算および人的リソースに対して現実的な実施体制の提案を行

っていく必要がある。本プロジェクトでは各レベルにおいて適切な予算措置が講じられ

るよう予算策定サイクルに合わせた支援を行う予定である。また、人員・組織体制につ

いて、人員増員措置のみならず、人員の責任分担や意思決定過程における機能を見直し、

整理していくプロセスが求められる。 
２）州行政府の強化 

これまでは、中央政府である首相府地方自治庁が、地方自治体でのO&OD実施のための

技術支援機能および調整機能を担ってきている。他方、全地方自治体への技術支援体制

を強化し、本案件で開発するO&OD実施モデルを実証活動地域以外の自治体に普及してい

くためには、中央政府（地方自治庁）は政策策定・モニタリングと制度整備を担い、中

央の出先機関である州行政府（21州）に技術支援機能および調整機能を委譲していくこ

とが、自立発展性の観点からは重要である。他方、州の地方自治体に対するモニタリン

グ能力強化と必要な制度整備が追い付いていない現状がある。 
本フェーズで提示する開発モデルの実証活動対象県から他県への普及は、州行政局が
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担っていくことが想定されるため、本業務実施にあたっては、州政府の能力を把握した

うえで、役割を的確に位置づけた実施体制を構築するとともに、州行政局の能力強化を

図ることが、自立発展性の観点からも重要である。また、LGRP２の中で取り組まれる州

政府強化の取り組みの成果発現状況や財政措置の変化にも留意する必要がある。本プロ

ジェクトでは、各実証活動対象州で地方自治庁、州行政府、地方自治体（県・郡・村）、

研修作業部会等の代表で構成される州作業部会（Regional Task Force）を形成する想定で

ある。州作業部会は、各州での活動の運営を行うとともに、経験の取りまとめと実証結

果の制度改善への反映を担うことを想定している。 
 
（10）財政面の自立発展性 

本プロジェクト実施に係る日本側予算は、研修開発や実証活動のレビュー、制度整備に

集中して充当し、全国での研修実施やO&OD実施に係る費用は、タンザニア政府予算やバス

ケット・ファンドから充当することを想定している。また、研修実施体制構築およびO&OD
実施モデルの提示について、財政措置の検討を活動として含めており、財政面の自立発展性

の確保を図る予定である。また、コミュニティが計画した事業に対する地方自治体からの予

算配賦には限りがあることを考慮し、コミュニティの参加型開発計画策定プロセスに係るコ

ストが現実的かつ持続的なものとなるよう考慮する必要がある。 
 
（11）研修開発および実施におけるローカルリソースの活用 

本プロジェクトでは、O&ODファシリテーター研修制度の確立と研修の実施運営を担う研

修作業部会（Training Task Force）を設立する想定である。研修作業部会は、地方自治庁、

地方自治研修所、関連研修機関、国家ファシリテーター代表で構成される予定である。本プ

ロジェクトにおける研修開発業務実施にあたっては、研修作業部会に含まれる地方自治研修

所、関連研修機関およびその他のローカルリソースの活用を積極的に行い、ローカルリソー

スの育成を図ることにより、自立発展的に研修内容の見直しや研修の企画・運営が可能とな

るよう留意する必要がある。 
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第６章 プロジェクトの協力枠組み 
 
（１）案件名称 

＜和文名称＞ 
「地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プロジェクト」 

＜英文名称＞ 
「Technical Cooperation in Strengthening Participatory Planning and Community Development 
Cycle for Good Local Governance」 

 
（２）実施機関 

首相府地方自治庁 
（Prime Minister’s Office- Regional Administration and Local Government：PMO-RALG） 

 
（３）協力期間  

2009年10月から2013年３月まで（3.5年間）。 
（※事業事前評価表では、2009年９月から2013年２月までであったが、実際の事業開始

は2009年10月からとなった。） 
 
（４）協力の目標 

１）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
「コミュニティ、郡、県レベルでO&ODプロセスが有効に機能するためのO&OD実施モ

デルが実証を通じて開発される。」 
＜指標＞ 

①O&ODファシリテーター研修の国家実施戦略および研修実施計画が策定される。 
②実証活動の経験に基づき、O&OD実施モデルとO&OD改善のための政策提言が提示さ

れる。 
③O&OD実施モデルの有効かつ現実的な普及戦略および普及計画が策定される。 

２）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 
O&ODが参加型地域社会開発プロセスを通じた真の地方自治（Local Autonomy / Local 

Good Governance）の確立のためのツールとして有効に機能するための制度改善が、特定

対象州でのO&OD実施モデルの検証活動を通じて行われる。 
＜指標＞ 

①O&OD改善のための政策提言が中央省庁、州行政府、地方自治体および市民社会団体

に受け入れられ、導入される。 
②改善されたO&ODプロセスを通じて、コミュニティ開発への住民の参加度合いが増加

する。 
③コミュニティ開発計画の実現に向けた地方自治体セクター担当部局の理解と支援が増

大する。 
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（５）成果（アウトプット）と活動 
１）成果１：郡ファシリテーターの効果的研修制度が確立する。 

＜活動＞ 
1-1. 研修作業部会（地方自治庁、地方自治研修機関、国家ファシリテーター等により

構成）を設立する。 
1-2. 地方自治体予算サイクルに沿った、研修実施のための予算措置を講じる。 
1-3. 意思決定者および研修作業部会に対し、参加型地域社会開発についてオリエンテ

ーションを行う。 
1-4. 国家・県・郡ファシリテーターの能力に関する現状分析を行う。 
1-5. O&ODファシリテーターに対する研修制度の現状分析を行う。 
1-6. 現行の研修制度改善のための提言を策定する。 
1-7. ファシリテーター向け研修カリキュラム・教材および村のステークホルダー向け

の簡易マニュアルを作成する。 
1-8. 地方自治研修所（ホンボロ）と協力し、研修実施体制を整備する。 
1-9. 戦略的なファシリテーター選定基準を策定する。 
1-10. 研修作業部会が、全国家ファシリテーターに対する講師養成研修（TOT）を実施

し、講師としての能力評価を行う（全200名対象、約８回の研修を想定）。 
1-11. 研修作業部会の監督のもと、国家ファシリテーターが、選定された県・郡ファシ

リテーターに対する研修を行う（実証活動対象２州の全地方自治体約10県を対

象とする）。 
1-12. 研修作業部会が研修実施結果をレビューし、研修カリキュラムの改善に反映させ

る。 
1-13. 県ファシリテーターから郡ファシリテーターに対する支援的行政監督業務（サポ

ーティブ・スーパービジョン）の制度を構築する。 
1-14. 構築した研修制度の有効性を検証する。 
1-15. 実証活動の経験と教訓を、研修カリキュラム・教材に反映させる。 

＜指標＞ 
1-1. 実証活動対象２州の全県において、県・郡ファシリテーターの研修および支援的

行政監督業務のために必要な予算措置が整う。 
1-2. 研修カリキュラム・教材が完成する。 
1-3. 研修運営体制における関係者の役割が明確にされる（カリキュラム開発、研修提

供、評価・改訂等）。 
1-4. 全国家ファシリテーター（約200名）の半数以上が、講師としての能力を備える。 
1-5. 実証活動対象２州における、県ファシリテーターから郡ファシリテーターに対す

る四半期支援的行政監督業務の実行度合いおよび郡ファシリテーターの満足度。 
1-6. 年間研修計画が作成される。 

２）成果２：村の開発プロセスにおけるコミュニティの主体性が強化されるための、有効な

O&OD実施モデルが（選定されたパイロット村において）実証を通じて、開発される。 
＜活動＞ 

2-1. 州作業部会を首相府地方自治庁、州行政府、地方自治体、研修作業部会の代表者
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によって設立する（成果２および３のために実証活動対象２州で各々形成する）。 
2-2. 実証活動の対象県および郡を選定する。 
2-3. 対象県が、持続的なO&OD活動を行うための予算措置を講じられるよう支援する。 
2-4. 県ファシリテーターから郡ファシリテーターに対する支援的行政監督業務の制度

を構築し検証する。 
2-5. 対象郡内の村においてベースライン調査を行い、郡ファシリテーターとともに対

象村を選定し、対象コミュニティの能力開発状況アセスメント枠組み（ツール）

を作成する。 
2-6. 郡ファシリテーターとともに、対象村におけるステークホルダーの機能分析を行

う〔コミュニティ・リソース・パーソン（CRP）、フォーカスグループ、村議会

議員等〕。 
2-7. 村のステークホルダー向けの簡易マニュアルを活用し、対象村の参加型地域社会

開発プロセスを促進する。 
2-8. 郡ファシリテーターがコミュニティの社会準備プロセスを促進するための支援を

行う。 
2-9. 郡ファシリテーターとともに、O&ODプロセスにおける各ステークホルダーの役

割と機能を明確にする。 
2-10. O&ODプロセスにおける村の意思決定プロセスを明確にし、州作業部会が文書化

を行う。 
2-11. コミュニティが、郡ファシリテーターとCRP（ファシリテーターを担う村住民）

のファシリテーションのもと、O&OD手法に基づく計画策定を行う。 
2-12. コミュニティが、郡ファシリテーターとCRPのファシリテーションのもと、コミ

ュニティ開発計画の中で優先順位の高いプロジェクトの計画を策定する。 
2-13. コミュニティが、郡ファシリテーターとCRPのファシリテーションのもと、優先

順位の高いプロジェクトを実施する。 
2-14. 郡ファシリテーターおよび地方自治体等のステークホルダーの経験に基づいて簡

易マニュアルを改善し、地域特性に合わせて応用する。 
2-15. 活動2-1.から2-13.までの全プロセスをレビューし、州作業部会が経験と教訓を

文書に取りまとめる。 
2-16. レビュー結果を州行政府、地方自治体等のステークホルダーと共有し、コンサル

テーションを行う。 
2-17. 実証活動の教訓に基づきO&ODマニュアルを改訂し、首相府地方自治庁の承認を

得る。 
2-18. O&OD実施モデルの実践のために必要な対策を講じ、条件を整備するための政策

提言を取りまとめる。 
＜指標＞ 

2-1. 実証活動対象２州内の対象郡において、郡ファシリテーターが定期的にコミュニ

ティを訪問しファシリテーションを行うことが可能となる。 
2-2. 対象コミュニティの能力開発状況が以下の観点から検証され、文書に取りまとめ

られる。 
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①コミュニティ住民のマインドセット 
②組織能力（CRP、フォーカスグループ、村議会議員等の機能） 
③資源管理能力 
④郡ファシリテーターを通じた地方行政とコミュニティの連携関係 
⑤郡ファシリテーターのマインドセットおよび取り組み姿勢 

2-3. 実証活動の経験に基づき、村レベルでのO&OD実施モデルとO&OD改善のための

政策提言が提示される。 
３）成果３：地方自治体のセクター部局が、コミュニティ開発計画を効果的に活用するため

のO&OD実施モデルが実証を通じて、開発される。 
＜活動＞ 

3-1. 州作業部会が、地方自治体におけるセクター間調整の現状分析を行う。 
3-2. 対象県が、郡ファシリテーション・チームの実施体制整備のために必要な対策を

講じられるよう支援する。 
3-3. 対象県が、持続的な予算措置を講じられるよう支援する。 
3-4. 村行政官およびCRPが、コミュニティ開発計画策定プロセスにおいてセクター情

報にアクセスし利用できるよう支援する。 
3-5. 郡ファシリテーターが、コミュニティ開発計画策定プロセスにおいてセクター政

策・基準情報にアクセスできるよう支援する。 
3-6. 郡ファシリテーターが、ファシリテーター研修で習得した計画・予算策定スキル

および文書作成スキルを実践で活用できるよう支援する。 
3-7. 地方自治体でセクター計画簡易フォーマットを運用する。 
3-8. 地方自治体がセクター部局間調整を強化するための支援を行う。 
3-9. 活動3-1.から3-8.までの全プロセスをレビューし、州作業部会が経験と教訓を文

書に取りまとめる。 
3-10. レビュー結果を州行政府、地方自治体等のステークホルダーと共有し、コンサル

テーションを行う。 
3-11. 実証活動の教訓に基づきO&ODマニュアルを改訂し、首相府地方自治庁の承認を

得る。 
3-12. 成果３を通じて開発されたO&OD実施モデルの実践のために必要な対策を講じ、

条件を整備するための政策提言を取りまとめる。 
＜指標＞ 

3-1. 対象県においてコミュニティ開発計画の利用に関するセクター担当官のマインド

セットが変化する。 
3-2. 地方自治体計画に含まれる、コミュニティ開発計画に基づいたプロジェクトの数。 
3-3. O&OD実施モデルの実践のために必要な条件（財政的、物理的、制度・組織的、

人的能力等）が特定され、文書化される。 
3-4. 実証活動の経験に基づいて、コミュニティ開発計画を活用した地方自治体計画策

定プロセス・モデルおよび政策提言が提示される。 
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４）成果４：O&OD実施モデルの普及段階のために必要な基本条件（財政的、物理的、制

度・組織的、人的能力等）が示される。 
＜活動＞ 

4-1. プロジェクトで構築された有効なO&OD実施モデルの普及戦略を提案する。 
4-2. プロジェクトの経験と政策提言を中央政府、州行政府、地方自治体、ドナー、市

民社会組織等のステークホルダーと共有する。 
＜指標＞ 

4-1. 州作業部会によって、州行政府がO&OD実施モデルを他自治体に普及していくた

めの必要な条件（財政的、物理的、制度・組織的、人的能力等）が特定され、文

書化される。 
4-2. 実証対象州において、O&OD実施モデルを州内の他自治体に普及していくために

必要な実施体制が整備される。 
 

（６）対象地域および活動拠点 
１）実証活動対象地域：全21州のうち２州、全132県のうち５県 
２）活動拠点：ドドマ州ドドマ県 首相府地方自治庁内の執務スペース（ダル・エスサラー

ムから車両移動で約７時間） 
 
（７）受益者 

１）直接的裨益対象者 
・研修対象者：全国のO&OD国家ファシリテーター約200名 
・成果３対象地域（５県内の全80郡）のO&OD県・郡ファシリテーター約410名（80郡×

５名、５県×２名） 
注１：国家ファシリテーターとして州･県の計画担当官やコミュニティ開発担当官が任命される。

県･郡ファシリテーターは県（２名）や郡（５名）の職員のうち計画担当局およびセクタ

ー部局から構成される。 
注２：同計画人数はJICAが研修実施経費を一部負担する想定の研修者人数であり、タンザニア

が政府予算またはバスケット・ファンドを活用してより多くのファシリテーターに対す

る研修を実施する可能性がある。 
２）間接的裨益対象者 

・実証活動対象地域住民：２州、５県（Coast州、Morogoro州を想定。ただし、第１年次

に実施する対象州選定作業の結果によって変更の可能性あり。） 
・成果２対象地域は、各県１郡の計５郡。各郡２村の計10村（裨益住民約３万人） 

 
（８）投入（インプット） 

１）日本側（総額3.5億円） 
・専門家派遣 

（総括、地方自治体計画策定／セクター間調整、参加型地域社会開発、研修制度開発な

ど） 
・供与機材（車両、執務室用事務機器等） 
・研修員受入れ 
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・その他活動に必要な経費（ファシリテーター研修実施経費のうち、研修開発と国家フ

ァシリテーターの研修に係る費用等） 
２）タンザニア側 

カウンターパート人件費、施設・土地手配、その他（県･郡ファシリテーターの研修に

係る参加費用はタンザニア自治体予算による支出を想定） 
 
（９）外部要因 

１）プロジェクト目標までの外部要因 
特になし。 

２）成果達成までの外部要因 
・地方自治体開発交付金システムが継続する。 
・コミュニティ・リソース・パーソン（村住民グループ）が持続的に機能する。 
・他セクターの事業がコミュニティ・リソース・パーソンのインセンティブを阻害しな

い。 
・他セクターの政策がO&OD手法に反さない。 
・他セクター事業がO&OD手法と相容れない手法で計画・実施されない。 
・州行政府が地方自治体への支援と州内の経験共有を継続的に実施するための財政基盤、

人員体制等が強化される。 
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第７章 カウンターパート機関の実施体制 
 
（１）従前の体制 

事務次官を補佐する役割の副次官が任命されておらず、地方自治局に担当課長ポストが

任命されていないことから、意思決定が迅速に行われないという問題があった。そのため、

開発調査では、地方自治庁のコミットメント確保の観点からも、O&ODユニットを設立し一

定の権限を付与することおよびO&ODが自治庁内の局横断的イシューであるため副次官直下

にO&ODユニットを設立することが提言された。担当者は、地方自治局長の下にO&OD担当

者専任１名、兼任１名が配置されていた。 
 
（２）今後（現在）の体制 

2009年１月に空席となっていた担当局課長ポストがサービス提供課長として任命され、

O&ODを所掌することが決定され、意思決定の迅速化とO&OD実施体制の強化が図られてい

る。また2009年７月には副次官２名が任命され省内の意思決定体制が強化された。担当者は、

2009年７月に新規で１名が担当者として増員された。現在のO&OD担当者専任１名が2009年

末に退職予定であるが、替わりの担当者を１名以上配置することを、地方自治庁と合意した。 
 

＜O&ODに関するサービス提供課の機能＞ 
①地方自治庁内の局間の連携促進による、O&OD展開とR&B促進 
②州行政局、地方自治体および他省庁との連携によるO&OD展開とR&B促進 

組織内の位置づけについては、「付属資料５．首相府地方自治庁組織図」参照 

   

表７－１ 関係機関とその責務 
名称 責務 

首相府地方自治庁（Prime Minister’s Office-Regional Administration and Local Government：PMORALG） 
 ・地方分権化に関する政策・戦略策定 

・州行政を通じた地方自治体に対する開発政策実施支援 
・州行政および一部自治体職員の定員、機能、配置の調整 
・本プロジェクトの実施取りまとめ部局 

地方自治体局 
（Department of Local Government） 
 
 同局サービス提供課 
（Service Delivery Section） 

・地方自治体（県以下）に関する政策・戦略策定 
・県開発計画に基づく開発状況のモニタリング 
 
・O&OD推進のための施策実行・モニタリング 
・県事業に関するセクター省庁との連携 

セクター調整局 
（Department of Sector Coordination） 

・セクター省庁との地方分権化政策の調整 

州行政事務所 
（Regional Administration Secretariat） 

・州内の地方自治体（県）に対する技術的助言、監督、モ

ニタリング 
・州管轄地域内の地方自治体予算の取りまとめ 

県自治体 
（District/Municipal） 

・県内開発事業の計画・実施・モニタリング 
・住民へのサービス提供 

郡行政事務所 
（Ward） 

・管轄地域内の村自治体における開発事業のモニタリン

グ・実施支援 
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村自治体 
（Village） 

・村内開発事業の計画・実施・モニタリング 
 

コミュニティ（村区・村落） 
（Sub-Village） 

・村落における開発活動実施 
 

地方自治研修所 
（Local Government Training Institute ） 

・地方自治体に対する研修提供機関の総括・調整 
・地方自治体向け研修の品質管理 

 
（３）研修作業部会（Training Task Force） 

プロジェクト開始後に、成果１の研修制度確立、実施のための実施体制として、研修作

業部会（Training Task Force）を設立することを首相府地方自治庁と合意した。タスクは、

地方自治庁、地方自治研修所、関連研修機関、国家ファシリテーター代表で構成される予定

である。 
 
（４）州作業部会（Regional Task Force） 

プロジェクト開始後に、成果２、３のO&OD実施モデルの確立のための実施体制として、

各対象州で州作業部会（Regional Task Force）を設立することを首相府地方自治庁と合意し

た。タスクは、地方自治庁、州行政府、地方自治体（県・郡・村）、研修作業部会の代表で

構成される予定である。 
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第８章 事前評価結果（５項目評価） 
 
（１）妥当性 

次の理由により、本案件の妥当性は高い。 
１）国家開発政策・開発協調との合致 

上位政策である地方行政改革プログラム第二フェーズ（LGRP２）において、O&OD手

法による地方自治強化は主要課題「良い統治および住民参加」およびその他主要課題を

実現するための重要かつ横断的な施策と位置づけられており、本案件は同政策の実行に

貢献するものである。LGRP２は政府予算および日本を含むドナー・バスケット資金を実

行資金として政府・ドナー合同で運営される。本案件はLGRP２という開発協調枠組みの

中で明確に位置づけられ、協力成果が他ドナーと共有されるとともに、バスケット資金

の有効活用にも資するものである。また、同じく政府予算およびバスケット資金（日本

含む）を原資とする地方自治体開発交付金は過去３年間で倍増しており、地方自治体向

けの中期支出枠組みガイドラインでは、開発予算の適正配分、有効活用と透明性向上の

ためにO&OD手法による計画策定を必須として定めている。政府・ドナー合同の同開発交

付金の評価枠組みでも地方自治体におけるO&OD計画策定の質が一指標となる予定であり、

本案件は開発協調における成果モニタリングに重要な役割を果たすことが期待されてい

る。 
２）協力アプローチの妥当性 

O&ODはガバナンスの礎ともなるボトムアップの計画策定の有効化により、地方分権体

制を下支えする基盤構造である地域自治の強化と、地域住民と地域行政の協働体制の確

立を長期的目的とする極めて重要な施策であり支援の意義は高い。本協力フェーズは、

O&ODステークホルダーの能力開発や行政環境の整備を行う基盤整備段階（第一段階）と

して位置づけられる。ガバナンスの強化という中長期期的課題に対し戦略的に発展プロ

セスを重ねていく試みであり、協力アプローチは妥当である。 
３）我が国援助政策との整合性・日本の比較優位 

「行財政管理能力強化」は、我が国の対タンザニア国別援助計画における 重点分野

に位置づけられ、我が国は地方行政にかかわる人材育成を目的とした支援を長年実施し

ている。本案件は同支援や開発調査で培った知見と人的ネットワークを 大限に活かす

ものである。また各セクターで地方分権化支援を実施しており本案件との相乗効果が期

待される。また、地方行政改革および地方自治体の開発に係る財政基盤を支えるための

バスケット型財政支援を実施中であり、本技術協力の成果の活用とインパクトの発現と

いうプログラム的支援と位置づけられる。我が国援助政策との整合性、日本の比較優位

性ともに高い。 
 
（２）有効性 

本案件は開発調査の結果に基づき、プロジェクト目標達成に向けて、タンザニアにおけ

る地方行政分野における中心的課題を的確に捉えたデザインとなっており、有効性が高い見

込みである。 
ステークホルダーの能力強化について、県行政と村の中間に位置する郡ファシリテータ
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ーを も重要な能力開発の対象と捉えている。第一に、研修教材開発を国家レベルで地方自

治研修所が主として担い、全国の国家ファシリテーターを講師として育成することで、全国

規模の研修提供に必要なリソースを整備する。第二に、研修実施体制は州行政府および県行

政を含めた実施体制モデルを２州での実証結果を踏まえて構築することにより、他州でも展

開可能な自立発展的な研修実施体制の整備を可能とする。研修実施体制構築にあたっては、

各行政レベル間のチームワークの強化に留意する。同時に、実証活動（成果２の対象10村）

から得られる教訓のフィードバックを継続的に行うことにより、研修を受けたファシリテー

ターの現場でのパフォーマンス向上および実践的かつ効果的な研修の開発が可能となる。 
行政環境の整備は、O&OD手法による開発プロセスを支える要素、すなわち資源（財政、

技術力等の確保）、規範（村内関係者の力関係の 適化、他セクター政策・制度の調和化）、

組織体制（地方自治体、中央・州の機能）を改善するための政策提言を、対象10村での実証

活動の丁寧な分析結果に基づき導き出す（成果２）。他方、県レベルの計画策定プロセスの

支援は５県内の全80郡を対象に行い、より一般化が求められる県レベルの制度改善につなげ

る。実態に即した政策・制度改善につなげる試みであり、有効なアプローチといえる。 
 
（３）効率性 

次の理由により、本案件の効率性は高いことが期待できる。 
１）投入の選択と集中 

研修制度構築（成果１）、行政環境整備（成果２、３、４）ともに関係機関から構成

される作業部会を形成し、制度化していく計画である。JICA専門家は、研修教材やマニ

ュアル等の質管理、実施体制の有効性や持続性の検証、実証活動の技術的分析等に注力

し、作業部会がJICA専門家の技術支援を得ながら各活動の運営管理および技術的成果の

取りまとめ作業を行う計画であり、日本側投入を協力効果の高い部分に集中的に投入す

ることができる。 
２）支援の調和化 

本案件は、首相府地方自治庁およびドナーが協調しながら行う地方行政改革プログラ

ム第二フェーズ（LGRP２）の運営管理と、調和しながら実施されるものであり、他の援

助機関の投入との重複がなく、LGRP２バスケット資金や地方自治体開発交付金バスケッ

ト資金の効果的・効率的な執行に資するものとして期待されている。先行する開発調査

の成果を活かすとともに、他ドナーの類似支援を通じた経験・教訓を活かすことを前提

にデザインされている点からも、効率性は高いと考えられる。 
 
（４）インパクト 

次の理由により上位目標は達成される見込みである。 
１）他地域への展開 

本案件では、全国展開を見込んだ研修実施体制を整備する。また協力期間終了後の他

地域での研修はLGRP２や各地方自治体予算の活用によって継続されることが見込まれる。

また本案件終了時にO&OD実施モデルの普及戦略を策定する計画であり、他地域での

O&OD実施モデルの実践を踏まえたより有効な政策提言が策定されることが期待できる。 
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２）ガバナンス全体の改善 
O&OD手法により策定される村開発計画は、県レベルの全セクターの開発計画策定の基

礎となるものであり、他セクターの開発事業の改善というインパクトをもたらすことが

期待される。 
また、住民参加型のコミュニティ開発計画の策定・実施プロセスは、行政の透明性と

説明責任の向上に貢献するものであり、ガバナンス全体の改善に対するインパクトが期

待できる。特に本案件の実証活動対象地域（５県内の全80郡、裨益住民約100万人）での

インパクト発現が期待できる。 
３）上位目標の指標に関する分析 

上位目標の指標のうち、指標①O&OD改善のための政策提言の導入の達成状況は、関連

する政策文書への反映によって確認する。指標②コミュニティ開発への住民の参加度合

いの増加、指標③地方自治体セクター担当部局の連携強化とコミュニティ開発計画の活

用促進の達成状況の評価方法については、実証対象地域でのサンプル評価を主たる方法

とし、まず、本案件実証調査開始１年目にベースライン調査を行う。本案件協力期間中

に実証活動において２年半に及ぶ計画･実施･モニタリングサイクルを経験することから、

同活動過程の郡ファシリテーター報告書および県開発計画をもとに経年変化を把握し、

案件終了後も同様に郡報告書や県開発計画のレビューに基づく指標達成状況の評価を行

う。 
 
（５）自立発展性 

１）政策・制度面の自立発展性 
タンザニア政府は地方分権化政策を1996年以降、一貫して実行しており、また、2013

年までの地方行政改革プログラム第二フェーズの実行を決定済みである。O&OD手法によ

る更なる地方自治の強化が重要課題として位置づけられており、政策的自立発展性は高

い。 
２）財政面の自立発展性 

本案件実施に係る日本側予算は、研修開発や実証活動のレビュー、制度整備に集中し

て充当し、全国での研修実施やO&OD実施に係る費用は、タンザニア政府予算やバスケッ

ト資金から充当することを想定している。また、研修実施体制構築およびO&OD実施モデ

ルの提示について、財政措置の検討を活動として含めており、財政面の自立発展性の確

保を図る予定である。また、コミュニティ開発計画に対する政府の予算配賦には限りが

あることを考慮し、コミュニティの参加型開発計画策定プロセスに係るコストが現実的

かつ持続的なものとなるよう考慮する。 
３）技術面の自立発展性 

本案件では、各ステークホルダーの能力と機能、行政システムの機能、地域社会の受

容性等の機能分析を行ったうえで研修開発や実証活動に取り組む。また、実証活動の結

果を丁寧に分析することにより、ニーズに合致した現実的なO&OD実施モデルを提示予定

であり、技術面の自立発展性は確保されると予想される。 
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第９章 貧困・ジェンダー・環境などへの配慮 
 
本案件による貧困・ジェンダー・環境等へのネガティブな影響は想定されないため、配慮事

項は特になし。O&OD手法ではジェンダーや社会階層に配慮した意思決定メカニズムが組み込ま

れており、本案件でも村の開発に引き続きさまざまな社会階層の参画を強化するよう取り組んで

いく。 
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第10章 プロジェクトの評価 
 
協力終了半年前を目安に、終了時評価を実施する。 
協力開始後の評価は、本案件が定める指標の達成状況を活動の一環として継続的に確認して

いくとともに、タンザニア政府によるLGRP２の半期レビュー等の評価枠組みを可能な限り活用

して行う。 
協力終了後３年を目処に事後評価を実施する予定である。 
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７．事前調査ミニッツ（写） 

 

８．協議議事録（R/D）（写） 
 
９．協議議事録の付属ミニッツ（写） 



 



 

 

タンザニアの行政レベル 

 

各レベルの行政組織 

 Central Government Local Government 

Nation中央 首相府地方自治庁 
関係セクター省庁 

 

Region州 州知事（RC） 
州行政府（RS）  
州行政長官（RAS） 

 

District県 
（Council） 

県知事（District Commissioner） 県議会（Council） 
県行政長官（DED） 

Division Divisional Administrative Secretary  

Ward郡   郡開発委員会（WDC） 
郡行政長官（WEO） 

Village村 
（都市部はムター） 

  村議会（Council） 
村行政長官（VEO） 

Nation (Taifa)

Region (Mkoa)

Town 
(Mji) 

Municipal 
(Manispaa) 

City(Jiji) 

Division (Tarafa) 

Ward (Kata)  

Village (Kijiji) 

Sub Village 
(Kitongozi) 

都市部（URBAN） 地方部（RURAL)

Central 
Government 

District (Wilaya)

Local 
Government 

Mtaa  

州は中央の出先機関
（地方自治体ではない。）

中央 

21州 

132県 

郡は県の 
出先機関 

2575郡

村（10,368Village） 
（1,795Mtaa） 

50,832村区 

Ten Cell (Nyunba Kumikuni) 

１．タンザニアの地方行政構造 
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２．調査日程表

15/Feb. Sun
15:25 Arrival at DSM (EK725)

DSM

8:30

9:00

14:00 Meeting with DPGLG

17/Feb. Tue

9:00

DSM

9:00

13:00

14:00

8:30

9:00

9:00 Visit to Hombolo Local Government
Training Institute

PM

8:00 Move to Morogoro

11:00-14:00 Training of Osaka Alumini Annual
Meeting (Morogoro BZ Hotel)

14:00 Move to Dar es Salaam

22/Feb. Sun
15:00 Document preparation

DSM

23/Feb. Mon
9:00 Document preparation

DSM

24/Feb. Tue

14:00 Discussion with P.S.PMO-RALG@JICA
Office DSM

8:30

10:00 Debriefing to Embassy of Japan

14:00 Debriefing to Chief Rep.JICA Tanzania

26/Feb. Thu. 16:30

Sample survey:District, Ward and Villege (Kisarawe)

Meeting at JICA Office

19/Feb. Thu.
Discussion with PMO-RALG

AccomodationDate & Time Activities

Move to Dodoma

Courtesy Call to P.S.PMO-RALG

Discussion with PMO-RALG

DodomaVisit to RAS Coast

Dodoma

20/Feb. Fri. Dodoma

DSM16/Feb. Mon

Mr.Shimoda visit to Chief Rep.JICA Tanzania

18/Feb. Wed

Visit to RAS Coast

Departure at DSM (EK316)

DSM

25/Feb. Wed DSM

21/Feb. Sat

Document preparation
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No. Name Organization 
1.  Hans Raadschilders Netherlands Embassy 
2. Iina Soiri Finland Embassy 
3. African Mlay CIDA - Canada 
4. Frank Holtmeir German Embassy 
5. Arran Corrigan Irish Embassy 
6. Daimu Mkwawa UNCDF/UNDP 
7. A. Ndungwi District Executive Director - Kisarawe District Council 
8. Kawago Maulid Planning Officer II 
9. Silvera Mujuni Principle Agric. field officer - O&OD National Facilitator 

10. L.S. Materu Senior Water Technician 
11. Saada Mwaruka District Planning Officer 
12. Winifrida H. Mbunga District Education Officer 
13. Constantine Y. Mnewele Community Development Officer 
14. Kissamo G. Minja District Agriculture & Livestock - Development Officer 
15. Mrs. Khanifa M. Karamagi District Commissioner - Kisarawe District 
16. Kondo Hamisi Kondo Village Chairperson - Homboza Village 
17. Hassani A. Lomogazi Village Executive officer - Homboza Village 
18.  Amina A. Lilomo Councilor - Msimbu Ward 
19. Athuman Mlegeza Village Council Member 
20. Hadija Mohamed Village Council Member 
21. Halima Bakari Village Council Member 
22. Kidawa Mohamed  Village Council Member 
23. Habiba Saidi Village Council Member 
24. Mwajuma A. Ponya Village Council Member 
25. Matayo Simba Village Council Member （Hamlet chairperson） 
26. Issa S. Kinega Village Council Member 
27. Msafiri H. Gunia Village Council Member 
28. Xaver Komba Village Council Member 
29. Faida Rajabu Village Council Member 
30. Bernard Nzungu Regional Administrative Secretary - Coast Region 
31. Edward B Mwakipesile Senior Economist - Coast Regional Secretariat 
32. Theofrid T.L. Kikombeze Assistant Administrative Secretary - Coast Regional 

Secretariat 
34. Dr. Yoshua S.B. Amo TA/ Livestock - Coast Regional Secretariat 
35. Johansen K. Bukwali Asst. Administrative Secretary - Coast Regional Secretariat
36. Leah Lwanji National O&OD Facilitator - Kibaha Town Council 
37. Asha Itelewe Regional Community Development officer - Coast 

Regional Secretariat 
38. Hussein Kattanga Regional Administrative Secretary - Morogoro region 
39. Stephen Bushiri Asst. Administrative Secretary - Morogoro region 
40. Maggie A. Chande Asst. Administrative Secretary - Morogoro region 
41. Ramadhan Hanga Asst. Administrative Secretary - Morogoro region 

３．主要面談者リスト 
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42. Mr. Kinigu National O&OD Facilitator - Morogoro Municipal Council
43. Mr. Kabende  Director for Administration & Personnel - PMORALG  
44. Iddy Wangeya Ag. DRA - PMORALG 
45. Archibold Kundasai Ag. DMIS - PMORALG 
46. Benedict Daimon Ag. DPP - PMORALG 
47. Dr. R.W. Kisusu Ag. Rector - Hombolo Local Government Training 

Institute 
48. Alexander Lupindo Director, PFA - Hombolo LGTI  
49.  Gabriel Kasase HRO - Hombolo LGTI 
50. J.J. Muriri Ag. Director /Development Studies - Hombolo LGTI 
51. Cyprian Mbugano Senior Legal Officer - Hombolo LGTI 
52. Augustine Karadoga Bursar - Hombolo LGTI 
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４．自治体計画とセクターの関係図 
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Source：the Functions and Organisation Structure of the President’s Office – Regional Administration and 

Local Government, PO-RALG, February 2005 

O&OD 担当部局 
(サービス提供課) 

５．首相府地方自治庁組織図 
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１． 地方行政改革の流れ 
 

 1998年に制定された、権限委譲の地方分権化（Decentralization by Devolution： D by D）

を謳った地方行政改革政策（Policy Paper on Local Government Reform）に基づき、2000

年より継続されてきた地方行政改革プログラム（Local Government Reform Program：

LGRP）では、地方自治体における改革への意識向上や行政能力の向上、地域開発への

住民参加の増加などの効果を得ることに成功した。 

 

 LGRPのプログラム枠組みは以下の通りで、日本は特に下記の内、コンポネント３と７への

技術支援を通して、地方分権化を担う地方自治体とそれらを管轄する地方自治庁や州行

政府の能力強化に努めてきた。 

１）権限委譲による分権化のメインストリーミング（Ｄ ｂｙ Ｄ） 

２）財政分権化（Fiscal Empowerment） 

３）自治体レベルでの人材育成（Human Resource Empowerment） 

４）法整備（Legal Framework） 

５）自治体の構造改革（Restructuring LGAs） 

６）ガバナンス（Governance） 

７）地方自治庁及び州行政府の能力開発（PMO-RALG&RS Capacity Building） 

 

 右プログラムはLGRPのコモンバスケットファンド（CBF）を主な財源としており、この分野に

おける政策対話は四半期ごとに実施されるCBF運営委員会（Steering Committee）や技術

委員会（Technical Committee）を通してCBFメンバーと政府（地方自治庁）間で行われてき

た。 

 

 また、2004年度には地方自治体資本整備交付金（LGCDG）が、中央から地方自治体へ直

接投与される交付金として実施に至り、これに対する二カ国間ドナー支援もCBFモダリティ

ーがとられている。ただし、地方行政分野への支援はCBFに留まらず、日本を含むドナーや

NGO等はプログラムを補完する形で個別プロジェクト支援を実施してきた。 

 

 

２． LGRPフェーズ１の課題 

 

 しかし、2008年６月まで８年間続いた右プログラムのレビューの結果、D by Dが政府高官に

は支持されながらも、諸省庁（Ministries, Departments and Agencies： MDAs）や地方自治

体への浸透が依然低いことが明らかにされた。この理由の一つとして、100人を超える外注

TAチームによるプログラム運営に頼ったことが挙げられる。さらには、第一フェーズが中央

政府を主なプログラム対象としており、分権化の受け皿となる地方自治体を考慮に入れた

活動、成果が得られなかったことも反省点の一つとされた。 

６．地方行政改革プログラム 第二フェーズ 政策動向 
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 D by Dの制定に係り、LGRPフェーズ１以降、依然問題とされるキーイシューは以下の通り。 

Table 2.1 Overview of Key Issues for Decentralisation by Devolution 

Number Key Issue 

1 すべての社会階層における、分権化モデル・システムに対するビジョン

や実施へのコミットメント 

Vision and commitment to a model/system of decentralisation at all 

levels of the society 

2 地方自治体のリーダーシップと運営力 

Leadership and management in LGAs 

3 すべての地方自治体レベルにおける能力強化 

Capacity at all levels of local government 

4 中央政府による分権化への指導、補佐、監督能力 

Capacity of the central agencies to lead, backstop and oversee 

decentralisation 

5 DbyDに関する法的枠組み 

Enabling legislative framework for D by D 

6 受益者に対する、サービス提供と資源利用に対する説明責任 

Demand side of accountability for service delivery and resources use 

7 中央、セクター省庁、州行政及び地方自治体における、優先活動への

資源分配 

Alignment of resources allocation to strategic priorities at the levels 

of central and sector ministries, RAs and LGAs 

8 説明責任、モニタリングと評価 

Accountability, monitoring and evaluation 

Source： LGRPII Vision, Goals and Strategy Draft （4 November 2008） 

 

 

３． LGRP２概要 

 以上を主な教訓とし、政府はLGRPを2008年７月から2013年６月までの五年間の第二フェー

ズとして継続することを決定した。LGRP２では、中央及び地方自治体全体にD by Dを主流

化させ、受け皿強化、すなわち、地方自治体レベルの行財政マネジメント能力強化にさらに

力を入れることが期待されている。 
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 LGRP２が設定するビジョン、プログラム目標、プログラム目的は以下の通り。 

Vision 地方自治体が、その管轄区における社会経済開発、公共サービ

ス提供、貧困削減に係る主要アクターとして、独立・強化される。 

Autonomous and empowered LGAs as primary and accountable 

lead actors of socio-economic development, public service 

delivery and poverty reduction in their areas of jurisdiction. 

Prog. Goal 国全体における社会経済開発、公共サービス提供と貧困削減が

加速化、公平化される。 

Accelerated and equitable socio-economic development, public 

service delivery and poverty reduction across the country 

Prog. Purpose 政府の役割と機能の権限委譲を達成するため、その管轄区にお

ける社会経済開発、説明責任と透明性の高いサービス提供、貧

困削減に取り組む、有能かつ戦略的な主導者及び調整役に地方

自治体を変貌させる。 

To achieve devolution of Government role and functions, and to 

that end transform LGAs to competent strategic leaders and 

coordinators of socio-economic development, accountable and 

transparent service delivery and poverty reduction interventions 

in their areas of jurisdiction 

 

 以上をかんがみた新プログラムの枠組み（各コンポネント）は以下の通り。 

１）D by D実施環境の強化 

２）地方自治体の能力強化 

３）市民参加と説明責任の強化 

４）プログラムの実施とモニタリング 

 

 LGRP２の現時点の最終プログラム案の予算規模は2008-13年の５年間で73.6ｂｎタンザニ

アシリング（約57.5百万ドル）で、地方自治体の能力強化を目指すコンポネント２が約４１％、

次いでコンポネント１のＤ ｂｙ Ｄ実施環境の強化（30％）、コンポネント３の市民参加と説明

責任の強化（17％）、コンポネント４プログラム実施とモニタリング（13％）となっている。また

全コンポネントを総合した資金の使用途別で見ると、運営費が32％、トレーニング及び能力

強化費が23％、備品15％、コンサルタント費14％と続いている。 

 

 なお、プログラムに対する支援は、フェーズ１と同じくLGRP２へのCBFを通して実施されるが、

包括的なプログラムアプローチ（Programmatic Approach）がとられることになっており、CBF、

非CBFドナーが共にモダリティーを問わず、地方分権支援という共通目的に対して支援を実

施することが推奨されている。このため、LGRP２へ支援を実施する全ドナー及び政府機関

が、LGRP２覚書に署名されることが予定されている。 
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 フェーズ２プログラムの運営は、プログラムマネジャーである地方自治庁の副次官をはじめ、

コンポネントあるいは準コンポネントマネジャーに任命されている自治庁内の各局長が行う。

ただし、地方自治庁の役人のプログラム運営能力の低さをかんがみ、プログラム開始当初

は、地方自治庁内に９人の専門TAやプログラム会計担当、州レベルの財政及び人材育成

をモニターする６ゾーンに12人のTAによりプログラムを運営する。また、第一フェーズ時に課

題とされた、セクター間、改革プログラム間の連携を第二フェーズで改善するため、事務次

官（Chief Secretary）が様々なプログラム間を扱う省庁間の調整役を務め、包括的にサービ

ス提供と貧困削減に取り組むことが期待されている。 

 

 

The framework for integrating reforms for improved 
service delivery and poverty reduction
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 Source： LGRPII Vision, Goals and Strategy Draft （4 November 2008） 

 

 

４． 国家政策における本Ｏ＆ＯＤの扱い 

 

 「地 方 自 治 体 参 加 型 計 画 策 定 に係 る能 力 開 発 プロジェクト」では、Opportunities & 

Obstacles to Development （O&OD） と呼ばれ、「タ」政府が2006年より地方自治体レベル

における正式ツールと制定している開発計画手法の改善と定着を通して、持続的及び主

体的な計画プロセスを目指す。 

 

 2006-07年にかけて実施された、本案件に係る開発調査の結果出された提案に対し、「タ」

政府が優先事項として選択した本案件に係る活動は、特に制度面・組織（人材）面での能

力強化を中心としている。具体的には、郡（ワードレベル）を対象としたファシリテーション能

力強化、村の主体性強化、セクター計画とO&ODの調和化の、三成果の達成を目的とした

コンポネントが想定されている。以下、O&ODさらには各コンポネントがLGRP２でどのように

取り扱われているかについて、簡単にまとめる。 

 

 O&ODは、次の表のとおり、LGRP２のコンポネント３、市民参加と説明責任の強化における

活動の一部として、明確にされている。 
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Strategic initiative Target outcome Key targets （outputs）  Key actors 

3.1 To support 

participatory and 

holistic planning and 

monitoring for 

development, public 

service delivery and 

poverty reduction in 

LGAs areas of 

jurisdiction 

Acceｌeｒated and 

more balanced 

development in the 

LGAs’ areas of 

jurisdiction 

3.11Revised planning 

guidelines （from MOFEA and 

PMO-RALG） by 2010 

3.12Checklist for validating 

participatory holistic planning 

by 2011 

3.13 Leaders and managers 

trained in comprehensive 

planning from 2011 

3.14 Holistic plans for total 

socio-economic development 

in the LGAs’ areas of 

jurisdiction, and empowerment 

of citizens based on O&OD 

methodology from 2009 

PMO-RALG 

（DLG, DRA 

andDLS） 

CS： RCU 

MOFEA 

Source： LGRPII Vision, Goals and Strategy Draft （4 November 2008） 

 

 詳細な活動を見てみると、3.11が、中央政府と地方自治体の計画及び予算策定プロセスの

強調を目的とする、マクロ的な制度面を対象としており、本案件の１コンポネントである、セ

クター計画とO&ODの調和化に一致する。一方、3.13の諸活動は地方自治体（県レベル及

び村レベル）のリーダーへの、参加型開発計画に係る能力強化を目指しており、本案件の

ミクロ的な組織（人材）の能力強化コンポネント、すなわち郡のファシリテーション能力強化

に間接的に関連しているとはいえ、LGRP２との直接関係は見られない。ただし、3.14の

O&OD手法を使って住民の参加を強化に関しては、村の主体性強化コンポネントに沿って

いるといえる。したがって、本案件の郡のファシリテーション能力強化コンポネントの正当性

を、LGRP２のプログラムアプローチに照らし合わせる必要が出てくるであろう。 

 

 他 方 で、2008/09年 度の地 方 自 治 庁 の中 期 支 出 枠 組 み（Medium-Term Expenditure 

Framework：MTEF）の大臣のステートメントには、「O&ODという、地方自治体における参

加型計画ツール（の利用）を含む、資源分配、支出、運営の透明性向上を通して、費用対

効果が高く、信頼が置け、質の高いサービスを提供することが、よりよい統治の効果的な

実施に必要であり、その結果、人々の政府に対する信頼や、ドナーの賞賛を得ることが期

待される」と明言されている。さらに、同年度の地方自治庁の予定活動の一つに、「2009年

６月までに、O&OD手法を残り35地方自治体にて展開を開始する」とも挙げられているが、

実際の地方自治庁におけるO&ODの展開予算は三県分のみで、その他の支援に多大に

頼っており、全県レベルにおける展開終了の見込みは未だ見られない。 
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 その他、地方自治体向けの中期支出枠組みガイドラインでは、「自治体レベル開発予算の

策定にO&OD、またはそれ相当の参加型開発手法の結果を反映させること（パラ6.4）」が明

記されている。さらに、「地方自治体開発交付金（Local Government Development Grant：

LGDG）といった開発資金は、O&ODを使って決定、採択された県レベル開発計画にて使用

されること（同パラ）」も、重要事項として記載されている。この目的で、「県行政長（Council 

Director）は、計画と予算が草の根レベルから県レベルまでの参加型にて準備されたもの

であると確認する」役目が与えられている。 

 

 LGRP２では、プログラムTAがチームとしてプログラム運営支援にあたることは、前セクショ

ンにてすでに述べたが、援助協調が進む地方行政分野において、バイラテラルな外部専門

家を投入するにあたり、地方自治庁や特に他の地方行政支援ドナーに、その正当性を説

明する必要がある。本案件で特に説明が必要となるのが、地方自治庁に長期投入される

予定の、地方行政・参加型開発専門家であろう。原案では、本案件のコンポネント１と２を

支援するToRになることが想定される。この専門家の業務と、LGRP２のＴＡガバナンスの専

門家の業務の明確なデマケーションと、互いの協調のバランスを考えておく必要がある。例

えば、ＴＡガバナンスの専門家のToRが「地方自治体リーダーへのO&ODトレーニング計画

策定（ポイント７）」に留まるに対し、本案件専門家は郡や村を考慮に入れたファシリテーシ

ョンやトレーニング計画策定、さらにはコミュニティ向けの簡易ガイド策定等、参加型開発に

特化した資格が必要であることを、専門家投入の理由とすることもできる。また、現在地方

自治庁に長期で投入している、地方自治体トレーニング戦略策定専門家にもいえるように、

プログラムＴＡの調達が完了した時点で、本案件の長期専門家がプログラムTAリーダー

（CTA）と調整する詳細を取り決めることも、明確にしておく必要がある。ただし、この専門家

を正当化するには、案件開始以前から、ドナーの理解獲得の支援をするよう地方自治庁に

呼びかけることも重要であろう。 

 

５． 地方行政に係る最近の動き 

 選挙区開発資金 

選挙区開発資金（Constituencies Development Fund：CDF、国会議員への各選挙区内

における開発目的活動への資金供与）に関する法案は、2007年の予算スピーチにて言及

された。しかし、そもそも行政が実施する開発活動をモニターするべき立法役の国会議員

が行政活動に従事する矛盾や、既存の地方自治体資本整備交付金（Local Government 

Capital Development Fund：LGCDG）といった地方における開発資金へのパラレルなフロ

ーにすぎないことから、ドナーや市民社会から猛反対を受けた。後日地方行政ドナーグル

ープ代表と当時のピンダ地方自治庁大臣との会談が設けられ、議案として提出しない旨

がドナーへ通達された。2008年度に入り、右資金に関する法案が回覧されたのを受け、ガ

バナンスドナーグループを中心に、10月に政府との対話を再開したが、右法案を1月国会

に提出する旨が12月には国会議長より書面で発表された。 

 

O&ODに関連する右法案（右資金）の実施懸念として、ボトムアップ計画活動と県の独立性

を損なう危険が挙げられる。優先順位付けの点で特にこれがいえる。すなわち、県計画の
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元となるO&ODと、CDF優先リストを、県行政長（Council Director）は共に配慮しなければな

らなくなり、O&ODへの関心が薄れる恐れがある（反面、O&ODを有効利用してCDF優先リ

スト案件選択にしようすることも期待できる）。また、県レベル地方自治体はCDFの選定、実

施プロセスも担当することから、低い行政能力と重労働にオーバーヒート気味の県行政官

に係る負荷が、CDFによってさらに大きくなることが懸念される。 

 

 地方行政パフォーマンス・モニタリング指標 

地方行政分野のレビュー時に使用されるべき評価指標がないなど、地方行政セクターにお

けるモニタリングが弱いことが、従来から議論されてきていた。LGRPは一般財政支援

（General Budget Support：GBS）のパフォーマンス・モニタリング対象セクターとして、毎年

の活動指標（Temporary Process Action：TPA）を設置しているが、2009年11月の年次レ

ビューに向けたTPAとして、「右セクターのパフォーマンス評価枠組みを2009年６月までに

策定し、10月に予定されているセクターレビューにて使用する（Performance Assessment 

Framework developed and agreed by end of June 2009 and used in the sector review for 

local government reform in October 2009）」が、地方自治庁と支援ドナー間で合意されて

いる。 

 

現LGRP２では、O&OD案件のアウトプット２が明確に記載されていない点を、前セクション

にて指摘したが、上記のパフォーマンス評価枠組みが、プログラムの枠を超えたセクター全

体をカバーすることから、この中にアウトプット２（ワードにおける、計画策定ファシリテータ

ーの強化）を入れることも可能と思料。今後、枠組み策定プロセスにおいて、注意深いフォ

ローアップが必要となる。 

 

 公平な人員配置 

2004年より、地方分権政策でも特に財政の分権化をかんがみ、「タ」政府は定式に基いた

（formula-based）予算配分を実施することで、地方自治体に公平な資源分配に務めてきた。

地方財源の平均95％強を占める、地方に流れる交付金の中でも、開発予算（development 

budget）と、経常予算（recurrent budget）におけるその他経常経費（Other Charges：OC）

は、 定 式 を 使 った 予 算 分 配 が 実 施 さ れ て きたが 、 経 常 予 算 内 の 人 件 費 （Personal 

Emmoluments：PE）は、定式使用が未だ実施されていない現状にある。 

 

この理由として、「人員のいない村落部に、限られた政府予算を、公平配分定式を用いて

分配するのは本末転倒」という、財務経済省や地方自治庁を筆頭とする「タ」政府の見解が

ある。しかし、実際問題として、有能な人材の多い都市部と、人員不足の村落部との間で、

人件費分配に４倍近くの格差が生じていることが、教育と保健をケースとした研究で明らか

にされている。結果、不公平な人件費配分がもたらしたともいえる、不均等な人員配置が、

地方自治体におけるサービスの質に多大な格差を生むということが実証された。「タ」政府

は、「人件費においては、公平配分定式を用いることができない」というステートメントを出し

ており、これは政府自身が唱えた財政分権化政策への矛盾と、方式予算配分の実現を一

つの骨子としているLGRP２の非実現性につながる。 
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事前調査を通して、本O&OD案件詳細を具体的に詰めるにあたり、以上の地域（自治体）

格差に係る現実を考慮することが重要である。例えば、村の主体性強化や、郡レベルのフ

ァシリテーション能力強化といったコンポネントの中で、計画策定に参加する村住民や、村

計画をもとに郡レベルをファシリテートする役割のアクターに、人件費の不公平配分がもた

らすサービス格差の可能性（または現状）について言及するのも、一案であると思料する。 
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